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 (1) 現況 

①大学名 

国立大学法人奈良女子大学 

 

②所在地 

奈良県奈良市 

 

③役員の状況 

学長 今岡 春樹（平成 25 年４月１日～平成 33 年３月 31 日） 

理事 ４名 

監事 ２名（非常勤） 

 

④学部等の構成 

学部 

文学部 

理学部 

生活環境学部 

研究科 

人間文化研究科 

 附属学校 
  附属中等教育学校 
  附属小学校 
  附属幼稚園 

 

⑤学生数及び教職員数（平成 29 年５月 1 日現在） 

総学生数      2,662 人（うち留学生 101 人） 

学部学生     2,128 人（うち留学生 20 人） 

博士前期課程学生  371 人（うち留学生 59 人） 

博士後期課程学生  163 人（うち留学生 22 人） 

教員数 201 人 

職員数  97 人 
 附属学校生徒数   1,273 人 
  附属中等教育学校   728 人 
  附属小学校     405 人 
  附属幼稚園     140 人 
 附属学校教員数 68 人 

(2) 大学の基本的な目標等 

奈良女子大学は昭和24年に発足して以来、「女子の最高教育機関として、広く知識を
授けるとともに、専門の学術文化を教授、研究し、その能力を展開させるとともに、学
術の理論及び応用を教授、研究し、その深奥を究めて、文化の進展に寄与すること（奈
良女子大学学則）」との目的を掲げ、平成12年以降は、次の４つの基本理念を掲げて教
育・研究を進めてきた。 
 理念１ 男女共同参画社会をリードする人材の育成 

―女性の能力発現をはかり情報発信する大学へ― 
 理念２ 教養教育、基礎教育の充実と専門教育の高度化 
 理念３ 高度な基礎研究と学際研究の追究 
 理念４ 開かれた大学 

―国際交流の推進と地域・社会への貢献― 
 

 そして平成25年11月に公表された「国立大学改革プラン」及び「ミッションの再定
義」を受けて、奈良女子大学は次の３つを自らの「強み」として認識した。 
① 奈良という古都に立地し、日本文化を内側から深く洞察できるポジションにある

こと。 
② 女子大学の中には国公私立を合わせて三大学にしかない理学部を有し、「ボリュ

ーム」は小さいが「クオリティー」の高い研究、とりわけ「基礎物理学・分子科学・
基礎生物学・高エネルギー物理学」における先端的研究を背景に、多年我が国の理系
女性リーダーの養成拠点になってきたこと。 

③ 生産の側からではなく、生活や消費の側から物事を捉える生活科学の伝統を有し、
それに基づく「フロンティア教育」により、多くの優れた女性リーダーを養成してき
たこと。 

 
 そこで以上の理念及び「強み」を踏まえ、奈良女子大学は、あらゆる分野における女
性の活躍を推進する男女共同参画社会を実現するための、女性リーダーの育成拠点と
なることを目指し、以下のことを「戦略的な中期目標」として掲げ、物事を俯瞰する能
力に優れた、教養深き専門家としての女性の養成を図る。 
 
① 古都奈良に立地するという恵まれた環境を活かし、奈良（大和）に発生し、大和に

育まれた日本文化の特徴と世界史的価値を再発見し、それを通じて、社会や文化を
内在的に見つめる力を持ったローカルかつグローバル（グローカル）に活躍できる
女性リーダーの育成を目指す。 

② 「ミッションの再定義」において「強み」とされた「基礎物理学・分子科学・基礎
生物学・高エネルギー物理学」を中心に、理工系諸分野の研究を進め、同時に理工系
女性リーダー育成モデルを構築する。 

③ 国立女子大学としての伝統と使命に基づき、生活や消費の側から物事を捉え研究
する生活科学の発展に資し、地球温暖化をはじめ我々を取り巻く自然的、社会的環
境が激変する中、その変化に対応するために、新たなライフスタイル創造の教育研
究拠点を形成し、その担い手としての女性リーダーを育成する。 

○ 大学の概要  
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(3) 大学の機構図 

 ①法人運営組織図 
【平成29年度】 【平成28年度】

・学長補佐（大学改革担当）

・学長補佐（改革推進担当）

・副学長(国際交流担当)

教育研究評議会

役員会

学長

・理事(研究・情報担当)・副学長

経営協議会

監事

・総務･企画課 総務係、大学改革推進係、広報係、情報システム管理係、附属学校係、附

属中等教育学校係、附属小学校･幼稚園係、人事企画係、給与係、福利

厚生係

・国　際　課 国際交流係、留学生係

事務局

・学術情報課 情報管理係、情報サービス係、電子情報係、情報基盤係

・学生生活課 学生生活係、学生支援係、就職係

・入　試　課 学部入試係、大学院等入試係

・施設企画課 企画･環境安全係、整備係、施設管理係、施設サービス係

・学　務　課 学務係、文学部係、理学部係、生活環境学部係、大学院係

・研究協力課 研究協力係、社会連携推進係

・財　務　課

・理事(企画・広報担当)・副学長

・理事(教育・学生担当)・副学長

事業推進係

監査決算係、資金管理係、経理係、契約第一係、契約第二係

・理事(企画・広報担当)・副学長

・理事(教育・学生担当)・副学長

・理事（総務・財務担当）

・教育計画室

やまと共創郷育センター支援室 やまと共創郷育センター支援室

・学長補佐（社会連携担当）

・学長補佐（改革推進担当）

・学術情報課

経営協議会

監事

役員会

学長

・理事(研究・情報担当)・副学長

教育研究評議会

・副学長(ハラスメント防止・障害学生支援担当)

・副学長（地域創生担当）

・入　試　課 学部入試係、大学院等入試係

・施設企画課 企画･環境安全係、整備係、施設管理係、施設サービス係

・学　務　課 学務係、文学部係、理学部係、生活環境学部係、大学院係

・学生生活課 学生生活係、学生支援係、就職係

総務係、大学改革推進係、広報係、情報システム管理係、附属学校係、附属中等

教育学校係、附属小学校･幼稚園係、人事企画係、給与係、福利厚生係

・国　際　課 国際交流係、留学生係

・研究協力課 研究協力係、社会連携推進係

・施設設備計画室

・研究企画室

・評価企画室

・広報企画室

・学長調査戦略室

・教育計画室

・学生支援室

・障害学生支援室

・学長補佐（国際交流担当）

・学長補佐（環境安全担当）

・施設設備計画室

・研究企画室

・評価企画室

・広報企画室

・学長調査戦略室

・学生支援室

・障害学生支援室

企画係 企画係

・副学長(ハラスメント防止・障害学生支援担当)

情報管理係、情報サービス係、電子情報係、情報基盤係

監査戦略室

事業推進係

・財　務　課 監査決算係、資金管理係、経理係、契約第一係、契約第二係

・理事（総務・財務担当）

事務局

・総務･企画課

監査戦略室

・副学長(地域創生担当)
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 ②教育研究組織図 

【平成29年度】 【平成28年度】

研究院 研究院

　人文科学系 　人文科学系

　自然科学系 　自然科学系

学　部 学　部

大学院 大学院

附属学校 附属学校

　生活環境科学系

博士前期課程
国際社会文化学専攻、言語文化学専攻、人間行動科学専

攻、食物栄養学専攻、心身健康学専攻、生活工学共同専攻、

住環境学専攻、生活文化学専攻、数学専攻、物理科学専攻、

化学専攻、生物科学専攻、情報科学専攻

博士後期課程
比較文化学専攻、社会生活環境学専攻、共生自然科学専

攻、生活工学共同専攻、複合現象科学専攻

　生活環境学部
食物栄養学科、心身健康学科、情報衣環境学科、住環境学

科、生活文化学科

　文　学　部 人文社会学科、言語文化学科、人間科学科

　理　学　部 数物科学科、化学生命環境学科

　　附属幼稚園、附属小学校、附属中等教育学校

学術情報センター

アドミッションセンター

保健管理センター

臨床心理相談センター

　附属学校部

国際交流センター

社会連携センター

環境安全管理センター

理系女性教育開発共同機構

やまと共創郷育センター

岡数学研究所

動物実験施設

男女共同参画推進機構

大和・紀伊半島学研究所

生涯学習教育研究センター

教育システム研究開発センター

アジア･ジェンダー文化学研究センター

博士前期課程
国際社会文化学専攻、言語文化学専攻、人間行動科学専

攻、食物栄養学専攻、心身健康学専攻、生活工学共同専攻、

住環境学専攻、生活文化学専攻、数学専攻、物理科学専攻、

化学専攻、生物科学専攻、情報科学専攻

博士後期課程
比較文化学専攻、社会生活環境学専攻、共生自然科学専

攻、生活工学共同専攻、複合現象科学専攻

　生活環境科学系

　文　学　部 人文社会学科、言語文化学科、人間科学科

　理　学　部 数物科学科、化学生命環境学科

　生活環境学部
食物栄養学科、心身健康学科、情報衣環境学科、住環境学

科、生活文化学科

社会連携センター

環境安全管理センター

理系女性教育開発共同機構

　附属学校部

　　附属幼稚園、附属小学校、附属中等教育学校

学術情報センター

アドミッションセンター

保健管理センター

奈

良

女

子

大

学

奈

良

女

子

大

学

　人間文化研究科　人間文化研究科

古代学学術研究センター

アジア･ジェンダー文化学研究センター

岡数学研究所

動物実験施設

やまと共創郷育センター

男女共同参画推進機構

共生科学研究センター

生涯学習教育研究センター

教育システム研究開発センター

臨床心理相談センター

国際交流センター



      

 

4 

 

Ⅰ．教育研究等の質の向上の状況 

１．教育の状況 

■ ３つのポリシーの改訂 

『「卒業認定・学位授与の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・

実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及び「入学者受入れの方針」（アドミ

ッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン』（平成 28 年３月

31 日 中央教育審議会大学分科会大学教育部会）に基づき、本学の教育目標に

掲げる特色を明確にするため、大学全体のディプロマ・ポリシー、カリキュラ

ム・ポリシーを新たに策定するとともに、アドミッション・ポリシーを改訂し

た。 

策定された大学全体のポリシーの下、「学生が何を身に付けたか」という観点

を重視し、各学部・研究科において、教育課程の質保証を念頭にポリシーの見

直しを行い、さらに、教育計画室において組織相互の点検を行い、統一性のあ

るポリシーとしてＷｅｂサイトに掲載した。 

■ 大学院教育の高度化に向けた人間文化研究科博士前期課程の改組 

「今後の国立

大学の機能強化

に向けての考え

方（平成 25 年６

月文部科学省）」

を踏まえ、社会の

要請や時代の変

化に対応した女

性人材を育成す

るために、教育研

究組織を見直し、

平成26年度以降、

学部改組等を行

ってきた。これを踏まえ、第３期中期計画に掲げた平成 30 年度大学院人間文

化研究科博士前期課程の改組の手続きを行った。①学生にとって見通しやすい

組織づくり、②教養教育の強化、③６年一貫教育プログラムの策定 の３つの手

段を採用し、５専攻の改組と１専攻の名称変更を実施した。 

■ ライフイベントによる退学者への支援 

女性研究者・女性リーダーの活躍促進は、第５期科学技術基本計画や第４次

男女共同参画基本計画においても重視されている課題であることから、ライフ

イベント（出産、育児、介護）によりやむなく研究を中断・断念している博士

人材への支援策として、出身大学を問わず博士後期課程在籍経験のある博士号

未取得者に対して、入学金を徴収せず、博士後期課程における既修得単位を 10

単位まで認める再チャレンジ型女性研究者支援制度を新たに制定し、平成 30

年度実施入試から本制度による入学者を募集することとした。本制度により、

ライフイベントによりやむなく研究を中断した者への実効性のある支援策が

提供され、女性研究者・女性リーダーの育成に貢献する。 

■ ６年一貫教育プログラムの策定 

学生を知識、感性、主体性を兼備した優れた女性リーダーとして成長させる

ために、学士課程と修士課程を通貫した６年一貫の教育プログラムを策定し、

平成 29 年度学部入学生から選択可能にした。 

本プログラムは、学部生の間に大学院科目を先行履修することを認め、長

期にわたる留学やインターンシップ、調査などが、卒業・修了単位として認め

られる自由度の高い学修設計を可能にしたものである（「Ⅲ.戦略性が高く、

意欲的な目標・計画の状況」に係る平成 29 年度計画【52-1】実施状況Ｐ15-16

参照）。 

■ 福井大学・岐阜聖徳学園大学との連合教職大学院の設置 

福井大学を基幹校とする「福井大学大学院 福井大学・奈良女子大学・岐阜聖

徳学園大学連合教職開発研究科（連合教職大学院）」を平成 30 年４月に設置

○ 全体的な状況 

奈良女子大学 

大学院人間文化研究科博士前期課程改組構想

　　平成30年３月まで 　　　平成30年４月から
前
期
課
程
・
専
攻

国
際
社
会
文
化
学
専
攻

言
語
文
化
学
専
攻

人
間
行
動
科
学
専
攻

食
物
栄
養
学
専
攻

心
身
健
康
学
専
攻

生
活
工
学
共
同
専
攻

住
環
境
学
専
攻

生
活
文
化
学
専
攻

数
学
専
攻

物
理
科
学
専
攻

化
学
専
攻

生
物
科
学
専
攻

情
報
科
学
専
攻

前
期
課
程
・
専
攻

人
文
社
会
学
専
攻

言
語
文
化
学
専
攻

人
間
科
学
専
攻

食
物
栄
養
学
専
攻

心
身
健
康
学
専
攻

情
報
衣
環
境
学
専
攻

生
活
工
学
共
同
専
攻

住
環
境
学
専
攻

生
活
文
化
学
専
攻

数
物
科
学
専
攻

化
学
生
物
環
境
学
専
攻

24 18 16 13 18 7 13 9 14 14 20 20 12 24 18 12 13 22 10 7 13 9 28 42

学
士
課
程
・
学
科

人
文
社
会
学
科

言
語
文
化
学
科

人
間
科
学
科

食
物
栄
養
学
科

心
身
健
康
学
科

情
報
衣
環
境
学
科

住
環
境
学
科

生
活
文
化
学
科
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科
学
科

化
学
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命
環
境
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科

学
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科
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文
社
会
学
科
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語
文
化
学
科

人
間
科
学
科
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物
栄
養
学
科
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科

情
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学
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環
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緑字：平成26年学部・大学院改組
紫字：平成28年度設置
青字：平成30年度名称変更
赤字：平成30年度改組

入学

定員

入学

定員

理学部文学部 生活環境学部 理学部 文学部 生活環境学部



      
奈良女子大学 

5 

 

することに伴い、平成 29 年 10 月には３大学による連合教職大学院の設置及び

運営に関する構成大学間協定を締結した。 

「連合教職大学院」の設置は全国で３例目であり、国立大学法人２大学を含

む連携は全国で初めての事例となった。今後は連合教職大学院の特徴である

「学校拠点方式」を参加校それぞれが取り入れ、特に現職教員である大学院生

と大学教員が協働して、学校が抱える課題に取り組み、「学び続け、高め合う

教員育成コミュニティの構築」と、大学院における教員養成・研修の高度化の

新しいモデルの実現を目指す。 

■ 卓越大学院プログラムの開設準備と重点支援②の取組推進 

第３期中期目標期間中における重点支援②としての取組を推進するため、教

育拠点として、俯瞰力、独創力並びに高度な専門性を備えた「知のプロフェッ

ショナル」としての博士人材を育成するため卓越大学院「文化工学プログラム」

（副専攻プログラム）の開設の準備を進め、大学院教育改革に取り組んだ（「Ⅲ.

戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況」に係る平成 29 年度計画【52-1】実

施状況Ｐ15-16 参照）。また、研究拠点として、大和・紀伊半島地域を中核と

した総合的な研究の実施及び研究への支援を行う「大和・紀伊半島学研究所」

を設置し（「Ⅲ.戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況」に係る平成 29 年

度計画【23-1】実施状況Ｐ17-18 参照）、国際交流拠点として、学生交流・学

術交流を活発化させるためダッカ大学（バングラデシュ）内での奈良女子大学

海外オフィスの設置を決定した（Ⅲ.戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状

況」に係る平成 29 年度計画【37-3】実施状況Ｐ21-22 参照）。 

■ 新しい入試制度の検討と高大接続入試方法の策定に向けた取組 

アドミッションセンターでは、学問研究に必要な感性、主体性、学力等を総合 

的に判定できる、あるべき入学者選抜方法の研究・開発を行っている。平成 29

年度は前年度に策定した入学者特別選抜改革構想（案）をもとに、下記の取組を

行った。 

① 2021 年度入学者を対象として開始する総合型選抜（全学ＡＯ型入試）の制

度設計を行った。同入試は、「探究」をキーワードとしており、事前課題への

取組・自分で問題を考え自分で解く・制作した作品のプレゼンテーション・試

験場での科学実験などの多彩な方法によって、受験者の資質能力を丁寧に評価

することを特徴とするものである。募集人員や選抜方法の大枠を確定するとと

もに、高校生各自の本入試に向けた「探究」の開始をうながすべく、選抜方法

の具体的内容を早期に告知する作業にも着手した。 

② 新しい高大接続モデルを附属中等教育学校とともに検討し、「高大接続カリ

キュラム開発プログラム」の制度設計を行った。このプログラムは、剥落し

ない学力・文理統合的視点の獲得・探究力の醸成に主眼をおいた、中等教育・

大学入試・高等教育の一体的改革に資する取組であり、対外的にひとつのモ

デルを提供するものである。 

■ 障害学生支援の取組と体制充実 

障害学生支援の一助とするため、教職員向けに修学上の困難を抱える学生を

支援するためのガイドブックを新たに作成し配布した。さらに、大学がサポー

トできる内容や周囲が支援を必要としているサインへの気づきを促す内容を

記載した意識啓発リーフレットを新たに作成し、後期ガイダンスで非正規生を

含む全学生に配布した。加えて、具体的な相談の場としてサポートルーム１室

を新たに整備し、学生相談に活用した。平成 29 年度には６件の相談を受け、

うち４件は支援の要請及び調整を行った。 

また、多方面から学生の支援を行えるよう情報共有や課題討議を行うことを

目的として、障害学生支援室、学生相談室、保健管理センター、ハラスメント

相談員、学生生活課担当者及び国際課留学生担当者を含めた実務担当者による
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「学生支援に関する実務者連絡会議」を前期と後期に各１回開催した。 

■ 寄宿舎の建設計画策定 

 老朽化した寄宿寮の一部を建て替えることで、学部学生及び外国人留学生に

加え、大学院生用の学生寄宿舎を確保するため、2019 年５月の創立百十周年に

向けた「奈良女子大学なでしこ基金創立百十周年記念事業特定基金（目標額１

億円）」を平成 29 年 11 月に設けた。本学入学者の約９割は奈良県外の全国か

ら集い学んでいる特色から、この基金は学生の修学環境整備のための寄宿舎建

設に要する費用に充てることとし、学生寮建設に関するワーキンググループに

おいて建設用地、建設計画、資金計画等を検討した。なお、この検討は教職協

働により行われ、研究院生活環境科学系の住環境学を専門とする教員の協力の

もと、イメージパースを作成した。 

 

２．研究の状況 

■ 各学部、研究科及び研究センターの個性を伸長する研究活動 

 研究院各学系では、教員独自の独創的な基礎・応用研究を促進するとともに、

ミッションの再定義において強みとされた分野を伸長する研究活動を行った。 

 人文科学系では、なら学、ジェンダー言語学、差異と交感の人間学の３つの

プロジェクト研究を進めた他、学部長裁量経費によるプロジェクトとしてバン

グラデシュ等の大学から研究者を招聘し国際研究集会を実施した。また、ミッ

ションの再定義において強みとされた「アジアにおけるジェンダーに関する学

際的研究を推進し、我が国社会の課題解決・文化の発展に貢献する」研究を推

進するため、平成 28 年度に学術交流協定を締結した台湾大学文学院の研究者

を招聘し特別講演会を実施するなど、研究者間の交流を図った。さらに、文学

部研究交流集会（３回）を開催し、平成 28 年度に始動した「未来学」について

の議論を行うなど、教員間の学術交流を深めた。文学部の研究を広く紹介する

ための「まほろば叢書」も第９冊目を刊行した。この他、人文科学系の教員が

参画した研究が評価され、地理情報システム学会学会賞（著作部門）を受賞し

た。アジア・ジェンダー文化学研究センターでは、国内外の研究機関との連携

を強化し異分野間の研究交流を促進するために、国際セミナー・シンポジウム

（５回）、神戸女学院大学との共同研究会（５回）を実施した。 

   自然科学系では、ミッションの再定義において強みとされた「基礎物理学・

分子科学・基礎生物学・高エネルギー物理学」の研究を推進するため、クロス

アポイントメント制度を活用し、理化学研究所との間で助教１名、大阪大学と

の間で准教授１名を任用し、基礎物理学及び高エネルギー物理学の研究を推進

した。平成 29 年３月～平成 30 年２月に出された特記すべき論文としては、基

礎物理学分野では、著名な学術雑誌である Nature（IF=40.137） に１報、Phys

ical Review Letters（IF=8.462）に２報、The Astrophysical Journal Lette

rs（IF=5.522）に１報が掲載された。分子科学分野では、Angewandte Chemie 

International Edition（IF=11.994）に１報が掲載された。「タンパク質考古

学」の研究では、世界各地の遺跡や文化財に残るタンパク質を調べ、歴史的な

価値を探る研究の成果が朝日新聞の連載記事「科学の扉」に大きく取り上げら

れた。また、海外の研究機関との共同研究や留学生受け入れを推進するため

に、英文による理学部教員の研究紹介集を作成しＷｅｂサイトにも掲載すると

ともに、最新研究を紹介するページを充実させた。 

 生活環境科学系では、ミッションの再定義において強みとされた「生活科学

におけるフロンティア教育」の研究基盤を強化するために、衣食住分野の研究

を推進した。特にヘルスケア分野において、女性の心身と健康に関する研究分

野の２つの成果が国際的学術雑誌に原著論文として掲載された。また、衣環境

学フロンティア研究では、科学研究費（基盤研究Ｂ：「次世代生体適合性イン

テリジェント繊維の創成と双方向ウェアラブルシステムへの応用」（2017～

2020)）などの外部資金による素材系と情報系からなる異分野融合共同研究グ

ループを大学間連携（奈良女子大学-東京工業大学）で立ち上げ、生体適合性が

高く心拍計測などに安心して使える新型導電性ファイバーの開発と、それを使

ったウェアラブルインタフェースの開発に取り組んで、学術雑誌に４報、学術

雑誌における招待解説記事２件が掲載され、学会等の招待講演２件に招聘され

た。 

■ 研究拠点となる大和・紀伊半島学研究所の設置 

 日本の国家や文化、宗教の発祥の地である奈良という立地を活かし、学内外

の多様な研究者が連携し、自然科学系をはじめ様々な分野での先端的かつ独創

的な研究を推進するための研究拠点として、既存の共生科学研究センター、古

代学学術研究センター、文学部なら学プロジェクトを母体とした「大和・紀伊

半島学研究所」を平成 30 年３月に設置した（「Ⅲ.戦略性が高く、意欲的な目

標・計画の状況」に係る平成 29 年度計画【23-1】実施状況Ｐ17-18 参照）。 

■ 「生活工学」の研究成果の発信 

 大学院人間文化研究科生活工学共同専攻の連携先であるお茶の水女子大学

と共催でＪＳＴ新技術説明会を実施した。企業関係者等 150 名の参加があり、

当該分野への関心の高さが伺えた。また、本学として初めて京都スマートシテ
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ィエキスポに参加し、生活工学分野の研究シーズ講演及びブース出展により、

他の研究機関や企業の研究者と情報交換を行った。 

また、関西文化学術研究都市周辺の大学・研究機関・企業が参加するＪＳＴ

リサーチコンプレックス（i-Brain×ICT「超快適」スマート社会の創出）に参

画し、最先端技術であるスマートテキスタイル（導電性新素材）と IoT とを組

み合わせたセンシングウェア等を開発し、日常生活を送りながら医師や家族に

健康や生活の状況を遠隔モニタリングして貰えるシステムの開発に取り組ん

だ。これらについて、学会等の招待講演 10 件や新聞報道４件の成果をあげた。 

 

３．男女共同参画の推進 

■ 男女共同参画推進機構の取組 

 ① さまざまなライフイベントに対する支援 

学生や教員の育児を支援する「ならっこネット」は、土日や早朝・夜間を含

む子どもの預かり・送迎のサポートを実施し、平成 29 年度は、共助サポータ

ーによる手厚い支援を行う「ならっこコース」と、利用頻度が少ない方が気

軽に利用できる「プチならっこコース」を利用者が選択できるようにし、利

用者のニーズに沿った改善を行った。学生の利用には「育児奨学金制度」が

適用されるが、平成 29 年度から新たに適用範囲が休日や長期休暇中にまで

拡大され、より手厚い支援となった。平成 29 年度末時点の「ならっこネッ

ト」登録利用者数は 47 名（支援される子どもの数 63 名）、登録サポーター

数は 62 名で、「ならっこネット」の依頼件数は 199 件、実施件数は 146 件で

あった。学会や講演会などでの託児を行う支援システム「ならっこイベント」

の依頼件数は 39 件、実施件数は 30 件であり、のべ 670 名の子どもたちの託

児を行った。 

 ② 男女共同参画推進に関する拠点機能の拡張 

  関西における女子大学の連携拠点化を目指し、女性研究者支援事業のノウ

ハウの全国発信を目的として、平成 29 年度には本学を含む３女子大学で運営

する連携会議を６回開催し、さらに２女子大学を加えた５女子大学の連携に

より異分野交流会を２回（うち１回は本学で）開催した。また、奈良県や県内

自治体等（奈良市、生駒郡安堵町）、奈良県内の経済団体（奈良県中小企業団

体中央会）や近隣大学（大阪大学、大阪市立大学）、企業（住宅メーカー、情

報システム２社、繊維関係販売の計４社）とシンポジウムの協力参加等を通じ

て、子育て支援・女性研究者支援に関するネットワークを拡げた。 

■ 女性研究者や女性リーダー育成への取組 

本学の理念「男女共同参画社会をリードする人材の育成」の実現のため、平成

29 年度は学長の強いリーダーシップのもと、大学として「女性教員の大学の政

策・方針決定過程への参画推進に関するアクションプラン」の策定、および「女

性活躍推進法に基づく奈良女子大学行動計画」の改定を行った。前者のアクショ

ンプランでは「女性教員採用比率 50％を目標とし、女性教員上位職比率と女性

教員管理職比率の向上促進を図る」ことを、また後者の行動計画では、平成 32

年３月 31 日までの目標として「女性教員比率 38％を達成し、女性管理職比率

20％（女性教員管理職比率 38％）を維持する」ことを明記した。平成 29 年５月

１日現在、大学全体の女性教員比率は 35.8％で、これは全国の国立大学のうち

３位の水準（大学別の女性教員比率の平均 17.8％ 平成 29 年度国立大学協会調

査）であり、高い女性比率を保ち、全国の女性研究者育成を牽引している。 

 

４．社会との連携や社会貢献の状況 

■ 『共創郷育「やまと」再構築プロジェクト』（ＣＯＣ＋事業）の推進 

 平成 27 年度に文部科学省「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」と

して採択された『共創郷育「やまと」再構築プロジェクト』を、奈良工業高等

専門学校と奈良県立大学をＣＯＣ＋参加校として、奈良経済同友会をはじめ県

内企業ならびに奈良県・吉野郡下市町・吉野郡十津川村・吉野郡野迫川村の４

自治体と協働し、推進した。 

① 教育（地方創生を担う人材育成）に関する取組 

  地域活性化を目的とした地域志向科目による教育事業を県内自治体や企

業と連携して実施した。（「Ⅲ.戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況」

に係る平成 29 年度計画【8-1】実施状況Ｐ16-17 参照）。 

② 就職に関する取組 

  県内就職者を増やすために、学生が県内企業等の魅力にふれる機会を下表 

のとおり、本学学生及びＣＯＣ＋参加校に提供した。 
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③ サテライト施設の開設 

  平成 28 年に設置した「奈良女子大学野迫川村交流センター」、「奈良女子 

大学下市アクティビティセンター」に続く地域での実践教育の拠点として、

平成 30 年１月に「奈良女子大学十津川地域活動センター」を設置した。 

④ 地域貢献に関する取組 

  本学は、学習塾等の学校以外の教育サービスを享受できない吉野郡野迫川 

村の小中学生に対して本学学生が同村に出向き、学習指導やレクリエーショ

ン活動を「奈良女塾」として実施している。この活動は前年度に奈良県が主

催する「県内大学生が創る奈良の未来事業」に「女子大塾～女子大生による

県南部学習支援～」として政策提案し優秀賞に選ばれたのち、平成 29 年度に

奈良県教育委員会の「県内大学生による県南部教育支援事業」として吉野郡

下市町、吉野郡大淀町、吉野郡吉野町、山辺郡山添村で実施され、本事業の

企画・立案・実施に本学学生が全面協力した。 

■ 地域や企業との連携 

 県内の地域の活性化、産業の振興、教育・文化の振興、人材育成及び本学の教

育研究の推進を目的として、平成 29 年度新たに吉野郡川上村及び南都銀行と包

括連携協定を締結した。南都銀行とは、両者が緊密に連携して地元企業の課題に

取り組む体制を整えたことで、地元企業の相談を４件受け、共同研究が１件成立

した。 

俯瞰力、独創力並びに高度な専門性を備えた「知のプロフェッショナル」とし

ての博士人材を育成するため、卓越大学院「文化工学プログラム」開設の準備を

進め、その中で家政学・生活科学の伝統を有する国公私立のお茶の水女子大学、

福岡女子大学、京都女子大学等と連携し、民間企業・研究機関（ＪＳＴ社会技術

研究開発センター（RISTEX）等）・地方自治体（奈良県吉野郡下市町、大阪府茨

木市）との連携も深めた。その結果、大阪府茨木市とは、県外の自治体と初めて

となる包括連携協定を締結した（「Ⅲ.戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状

況」に係る平成 29 年度計画【52-1】実施状況Ｐ15-16 参照）。 

 本学や奈良県内で公開講座を 10 講座実施した（受講者 405 名）。さらに、

奈良県の魅力を県外において発信し地域活性化を図る目的で、奈良まほろば館

（東京）との連携講座（５講座 受講者 240 名）を引き続き実施した。さらに、

本学の研究成果の発信及び地域住民の生涯学習ニーズに応えることを目的に、

近鉄文化サロンとの共催講座（10 講座 受講者 218 名）を新たに実施した。 

 ■ 理系人材の裾野拡大に向けての地域貢献事業－「女子中高生のための関西科学

塾」の実施－ 

本学は、平成 18 年度より、科学技術振興機構女子中高生の理系進路選択支援

プログラム「女子中高生のための関西科学塾」の共同機関として実施にあたって

きた。平成 29 年度は実施責任校として企画・運営を行うとともに、全６回の日

程のうち２回を本学で実施した。１回目は、女子中高生に理系分野に興味を抱か

せることなどを目的として、「研究分野や年齢の異なる、企業や大学の女性研究

者による講演」、「理系女子大学生・大学院生並びにＯＧとの交流会」を行った

（平成 29 年７月実施、参加者：女子中高生 69 名、保護者 61 名）。２回目は、

平成 30 年３月に１泊２日の合宿形式で実験講座（８講座）やその実験について

の発表会を行った（参加者：女子中高生 74 名、保護者 28 名）。 

 

５．国際化の状況 

■ 学生の国際交流 

 海外へ留学する学生の増加に向けた取組を推進し、海外留学した学生が 122名

（前年度 103 名）に増加した。具体的には、海外留学への経済的支援や、海外

留学や海外インターンシップに関する説明会や個別相談を複数回実施して留

学意識を高めるとともに、新たにスカイプによるオンライン・マンツーマン英

語レッスンを、平成 29 年度後期開講科目「アドバンスト・イングリッシュＢ

Ⅱ」の授業外課題として試験導入した。有効性と効果的運用方法を検討した結

果、会話力が向上し、学生からのアンケートによる評価も好評だったことから、

平成 30 年度から、留学希望学生の国際性涵養と英語力向上を目的として、オ

ンライン・マンツーマン英語レッスンを組み込んだ「Global Studies and 

Communication」を新規開講することを決定した。また、平成 29 年度から新た

に「キャリアデザインゼミナール B(54)国際チャレンジ活動」を科目開講し、

大学主催以外でも学生が計画する海外留学や海外インターンシップについて

取組名 参加者数 

県内企業並びに県内自治体ＯＧとの交流会 学生 43 名、 ＯＧ12 名 

ＣＯＣ＋３校合同会社見学会 学生 15 名（３校合計 27 名） 

女子大学生ワーク＆ライフＥＸＰＯ 学生 225名（３校合計 260名）、

県内企業等 25 社 

県内企業と奈良女子大学との交流会 学生 24 名、教職員 11 名、県

内企業 23 社 

バスで行く ＣＯＣ＋３校合同県内企業見学会 学生 26 名（３校合計 54 名） 

県内自治体の魅力を知るセミナー 学生 35 名、９団体 
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一定要件を満たした場合に単位認定することとし、４名が単位取得した。 

 また留学生の受け入れを拡大するため、ダブルディグリープログラムや短期

留学プログラムを実施するとともに、協定大学との連携強化を図った結果、受

入留学生は 240 名（前年度 167 名）に増加した。さらに、ＪＳＴの「日本・ア

ジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」プログラム（２

件採択）を初めて実施して 20 名を受け入れた他、ベトナム国家大学ハノイ人

文社会科学大学との短期プログラムで６名を受け入れた（「Ⅲ.戦略性が高く、

意欲的な目標・計画の状況」に係る平成 29 年度計画【37-1】【37-2】実施状況

Ｐ20-21 参照）。 

■ バングラデシュに初の国際交流拠点の設置を決定 

 ダッカ大学と国際交流協定を締結し、学生交流及び学術交流を推進するため

の本学初の海外拠点となる奈良女子大学海外オフィスをダッカ大学内に設置

することを決定した（「Ⅲ.戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況」に係る

平成 29 年度計画【37-3】実施状況Ｐ21-22 参照）。 

 

６．附属学校の状況 

（１）教育課題への対応 

① 初等教育における先導的な実践・研究の推進 

附属幼稚園及び附属小学校では、平成 27 年度に文部科学省からの研究開発

学校の指定を受け、異校種間の接続教育・一貫教育に関する先導的な実践・研

究として、「幼小一貫教育において生活と学習をつなぎ、同年齢や異年齢で協

働的に探究を深め、多様な能力や個性的な才能を引き出す『生活学習力』を育

成する教育課程の研究開発」に取り組んでいる（指定期間：平成 27～30 年度）。 

平成 29 年度は、研究の３年目として、異学年協働活動では「異学年の活動 

がどのように学びの深まりにつながるのか」を検証し、幼小９年間の生活学習

力を育てるカリキュラムの作成及び「学びを育てる評価」の作成に取り組んだ。

また、取組の改善や研究成果の普及のため、研究開発学校公開研究会及び公開

保育研究会を開催した。さらに、自己評価や実践効果を報告書に取りまとめ、

各都道府県教育委員会等 240 か所に配布した。 

② 中等教育における先導的な実践・研究の推進 

 附属中等教育学校では、平成 27 年度に第三期スーパーサイエンスハイスク

ール（以下「ＳＳＨ」）の指定を受け、「『共創力』を備えた科学技術イノベ

ーターを育成するカリキュラム開発」に取り組んでいる（指定期間：平成 27～

31 年度）。平成 29 年度の主な取組は以下のとおりである。 

１） 理数融合教育の推進 

  中等教育カリキュラム改革を目的として、大学教員と附属中等教育学校の

理科、数学教員で組織した「理数研究会」を毎月開催し、理科・数学を融合

した科学教育の創造を目指した研究を実施した。その研究成果として、平成

30 年２月に理系女性教育開発共同機構と共催で開催した理数シンポジウム

での公開研究会（参加者約 100 名）において理数融合の実験授業を公開した

（「Ⅲ.戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況」に係る平成 29 年度計画

【9-1】実施状況Ｐ12-13 参照）。 

２）日本・アジア青少年サイエンス交流事業及びサイエンス国際交流プログラ

ムの実施 

  附属中等教育学校の国際理解促進の取組「Sakura Science Camp」がＪＳ

Ｔの「日本･アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」

に採択され、平成 29 年９月に、韓国、台湾、インドネシア、ベトナム、ウズ

ベキスタンから高校生 21 名を招き、本校の生徒とともに学ぶ科学技術ワー

クショップを開催した。このワークショップの考察を通じて、課題研究深化

に国際交流が果たす役割を報告書にまとめた。 

また、ユネスコスクールプログラム「Asia Youth Forum」を招致し、韓国・

台湾などの高校生 30 名を招き、国際的な相互理解、異文化間交流を行った。 

  さらに、サイエンス研究会の生徒５名がベトナム国家大学ハノイ自然科学

大学附属英才高校を訪問し、授業体験や数学オリンピックの取組に参加した。 

③ 教育相談機能の強化 

いじめ事案への早期対応はもちろん、教育相談機能の強化を図るため、附属

中等教育学校では生徒・保護者の日常的な相談窓口として、「教育相談窓口」

を保健室に設置した。その結果、18 家庭から相談があり、総数は 100 回を超え

た。この「教育相談窓口」の取組は、全国国立大学附属学校連盟及びＰＴＡ連

合会でも平成 29 年度の取組重点施策となり、公立学校へ普及させるためのプ

ログラムとして試行された。 

  

（２）大学・学部との連携 

① 附属学校の運営 

 附属学校の管理運営の基本戦略を統括する、学長主宰の「附属学校運営会議」

と、附属学校の教員人事や予算・決算、入学者選抜に関する事項、施設・設備
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の整備などの運営を協議する「附属学校部運営委員会」を設置している。 

 平成 29 年度は、「奈良女子大学附属中等教育学校いじめ防止対策基本方針」

を改正し、重大事態が発生した疑いがあると認められる場合に、大学に「附属

学校いじめ問題対策部門」を設置することとした。 

② 大学教員の附属学校の授業や行事への参加 

 附属幼稚園及び附属小学校では、大学教員を講師に招き、専門的な話を聞い

たり、実験を行ったりする「親子講座」を年２回実施している。平成 29 年度

は、「空気と遊ぼう」、「紙を折って遊ぼう」をテーマに実施し、５歳児から

６年生までの親子約 150 組が参加した。 

 附属中等教育学校では、毎年９月の第一週に５日間のプログラムとして４～

６年次生を対象にアカデミックガイダンスを開催している。平成 29 年度は、

大学教員約 60 名が参画し、高校生に対し先端的な研究の内容を分かりやすく

伝えた。高校生にとっては、学習・学問への大きな動機付けの場となっており、

大学教員にとっては、ＦＤ活動実践の場として活用されている。また、アジア

の高校生とサイエンスで交流する「Sakura Science Camp」も大学教員２名の

協力で実施した。 

③ 附属学校や大学の教育に関する研究 

１）学部等と附属学校が連携して行う教育研究活動を推進する組織として、教

育システム研究開発センターを設置している。附属幼稚園及び附属小学校で

は、センター及び大学教員からの指導を受けながら、文部科学省研究開発学

校の研究課題における「なかよし探究」として、「なかよしタイム」（初等

教育前期：幼３～５歳）、「なかよしひろば」（初等教育中期：幼５歳～小

２）、「なかよしラボ」（初等教育後期：小３～小６）という３つの異年齢

活動の実践と研究を実施した。 

２）女性の興味・関心をひくことのできる理数教育モデルを確立するために、

平成 27 年度よりお茶の水女子大学と共同で理系女性教育開発共同機構を設

置しており、４つの事業を実施している。そのうち、「中等教育改革プロジ

ェクト」では、附属中等教育学校のＳＳＨプロジェクトの成果を生かすため

に「理数研究会」を中心にプロジェクトを推進した。（「Ⅲ.戦略性が高く、

意欲的な目標・計画の状況」に係る平成 29 年度計画【9-1】実施状況Ｐ12-13

参照） 

④ 大学の教員養成機能の強化のための連携 

大学教員と附属学校教員との教育実践をめぐる共同研究体制を構築するた

め、「本学の教員養成課程の改善・高度化に向けた大学教員と附属教員の連携

研究推進事業」を実施している。 

平成 29 年度は、教員養成課程における「教科に関する科目」を担当する教

員が、本事業における論文の共同執筆を行った。また、教育実習反省会と再課

程認定を通じて、大学教員及び附属教員が協働して教科教育法の授業内容の見

直しを行った。 

⑤ 教育実習の実施体制 

 教育実習を含めた本学の教員養成課程全般の企画・運営を統括する組織とし

て、教育計画室教員養成カリキュラム部門を設置し、大学教員・附属学校教員・

大学事務職員が協働して教育実習計画を立案している。 

 平成 29 年度の教育実習生 229 名のうち、本学の附属学校での受入は 150 名

であり、約 66％を占めている。また、平成 31 年度より中高免許については原

則としてすべて附属中等教育学校で受け入れることとし、教科ごとの受入人数

を上回る場合には、委託校で実習する方針を決定した。 

 

（３）地域との連携 

① 人事交流による組織の活性化 

平成 16 年度に奈良県教育委員会と、平成 22 年度に奈良市教育委員会と人事

交流協定を締結し、人事交流を行っている。平成 29 年度においては、附属中

等教育学校から奈良県、奈良市それぞれに教員１名を派遣した。 

 ② 公立学校への貢献 

 平成 32 年度から全面実施となる小学校学習指導要領にプログラミング教育

が導入されることになり、その具体事例のモデル作りとして、平成 28 年度か

ら総務省主催の「若年層に対するプログラミング教育の普及推進」事業に取り

組んできた。平成 29 年度は全国展開に向け、大学教員の指導のもと、秋田県、

山梨県、和歌山県で計４回のプログラミング講座を開催した。さらに三重県、

奈良県では、大学教員がメンター育成講座を実施し、指導者育成も行った。 

③ いじめ防止対策での連携 

 附属中等教育学校では、いじめ防止対策について「いじめ防止対策基本方針」

に基づく「外部組織との連携」として、奈良県警察署や奈良県弁護士会との協

力関係を構築した。 

 

（４）役割・機能の見直し 

① 奈良女子大学附属学校園の将来構想の策定 
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 附属学校の在り方について検討を進めるため、各附属学校の校園長、副校園

長及び大学教員をメンバーとする附属学校園将来構想ワーキンググループを

設置している。平成 29 年度は、附属学校の今後の方向性を検討し、「奈良女子

大学附属学校園の将来構想(１)」を取りまとめ、平成 29 年９月に「校長の常

勤化」、「附属学校部に副部長を新設し、附属学校の諸活動の評価を継続的に

実施することによる大学ガバナンスの強化」等を学長に答申した。 

 

Ⅱ．業務運営・財務内容等の状況 

１．業務運営の改善および効率化に関する目標 

  「（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等」Ｐ28-30 参照 

 

２．財務内容の改善に関する目標 

  「（２）財務内容の改善に関する特記事項等」Ｐ34 参照 

 

３．自己点検・評価および情報提供に関する目標 

  「（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等」Ｐ37 参照 

 

４．その他の業務運営に関する目標 

「（４）その他の業務運営に関する特記事項等」Ｐ43-45 参照 
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Ⅲ. 戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況 

ユニット１  文理を超えた幅広い視野を持ち世界に通用する女性リーダーの育成 

中期目標【 1-1-2】  前文で掲げた三つの「戦略的な中期目標」を実現するために必要な教育方法を開発し、確立する。 

 中期計画【 9】  

 お茶の水女子大学と共同で立ち上げた理系女性教育開発共同機構を中心に、女性の理工系進学と理工系女性リーダーへの

成長を促すために、多くの女性が中等教育段階の理数教育に興味・関心を示さず、理工系進学を目指そうとしない現状に鑑

み、女性の理工系学問への関心を惹起することができる新たな理数教育のモデルを、中等教育のレベル、大学教育のレベル、

それぞれに確立する。 

  平成 29 年度計画【 9-1】  

女性の興味・関心をひくことのできる理数教育モデルを確立するために、アンケート調査及び国際サイエンスワークショ

ップを実施するとともに、理系女性教育開発共同機構と理学部が連携した授業を２講座、理系女性教育開発共同機構独自の

授業を２講座開講する。また、研究結果及び実践結果をテキスト又は研究書として発刊する。 

  実施状況  

女性の興味・関心をひくことのできる理数教育モデルを確立する

ために、理系女性教育開発共同機構において、「理系女性ハードリン

グ支援プログラム」、「中等教育改革プロジェクト」、「大学理工系

教育改革プロジェクト」、「グローバル化推進プロジェクト」の４つ

のプロジェクトを推進した（右図参照）。 

「理系女性ハードリング支援プログラム」の一環として、平成 27

年度・平成 28 年度と２年間にわたり実施した新入生対象アンケート

「進路選択に関する意識調査」(奈良女子大学全学部、お茶の水女子

大学全学部、奈良教育大学全学、甲南大学マネジメント創造学部、芝

浦工業大学システム理工学部の合計各回 2,000 名）の結果とその分

析をまとめ、Ｗｅｂで公開した。また、本学学生に対してＷｅｂ上で

「大学教育に関するアンケート」を実施し、その結果の分析をブッ

クレットに掲載した。これらのアンケートの実施・分析は、女子学生の理数系教育に対する意識を調査し、その結果をもと

に女子への魅力ある理数系教育を創造するためのものである。 

また、シンポジウム「理数教育における魅力の創造 Part２」(参加者約 40 名)を４月に実施し、中等教育・高等教育におけ

る新しい理数教育について講演と議論を行った。さらに、お茶の水女子大学と共同で、「リケジョ－未来合同シンポジウム」

(参加者約 50 名)を 11 月に開催し、両大学のＯＧの講演と３校（本学附属中等教育学校、奈良市立一条高等学校、お茶の水

女子大学附属高等学校）の女子生徒の発表、およびそれらをもとにしたパネルディスカッションを行った。これらは、女子

生徒に理数系の魅力を伝えるとともに、理系女性のロールモデルを示すことで、女性の理系への進学意欲の向上を目指した。 

「中等教育改革プロジェクト」では、附属中等教育学校と月に１回のペースで実施した「理数研究会」において、理数融合
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授業の研究を行い、その研究成果を平成 30 年２月に「理数シンポジウム」(参加者約 100 名)を開催して発表した。また、理

系女性教育開発共同機構と附属中等教育学校の研究をまとめ、『女性のための「物理教科書」研究』(吉田信也・藤野智美 著、

敬文舎)を刊行した。これらは、「女性が魅力を感じる理数教育を創造することが重要であり、そのためにはどのようにする

べきか」について研究した成果を公開・発信したものとなった。 

「大学理工系教育改革プロジェクト」においては、平成 28 年度に引き続き理学部の協力を得て、「科学」への関心を喚起

するための教養科目２科目を開講した。前期開講の「社会にでるまでに知っておきたい科学」では、物理・化学・生物・地

学の縦割りではないサイエンスとしての科学に触れる機会を提供した（受講者数：文学部２名、理学部 11 名、生活環境学部

17 名）。また後期開講の「科学の言語としての数学」では自然現象や社会現象を把握し、そこで生じる課題を正確に表現し

て解決するような数学の側面を、具体的な事例を通じて学び、理解することを目標とした（受講者数：文学部４名、理学部

18 名、生活環境学部８名）。さらに教養科目として、理系女性教育開発共同機構教員が担当し、自らの考えの科学的表現を

学ぶ「ベーシックサイエンス I」（受講者数：理学部７名、生活環境学部５名）、ゼミ形式でアクティブな学修を行う「ベー

シックサイエンスⅡ」（受講者数：文学部２名、理学部４名）を開講した。これらはいずれも、理系・文系に関係なく科学

を学ぶ科目であり、科学的精神を持った女性リーダーを育成する際の基礎となる力を養成するものである。そして、新しい

理数教育のモデルを提示すべく、「ベーシックサイエンスⅠ・Ⅱ」での講義内容をまとめたブックレットを発刊した。 

「グローバル化推進プロジェクト」では、理学部と共同で「グローバル理系女性育成国際サマーキャンプ SCORE」(理学部

共通科目)を８月に実施した。留学生 12 名（イギリス・レスター大学１名、ニュージーランド・リンカーン大学１名、ベト

ナム・ハノイ理工大学４名、ベトナム国家大学ハノイ自然科学大学３名、韓国・梨花女子大学３名）および本学学生 12 名が

参加し、10 日の日程で“INVISIBLE:How to Make Sense of the Universe with Origami and a Pendulum”をテーマに、ワ

ークショップや天文台・研究所の見学など、協働して科学について学修した。また、平成 30 年３月に、「アメリカ学生研修

SEASoN」(学生 10 名、教員３名)を実施し、スタンフォード大学、カリフォルニア大学バークレー校、シリコンバレーの著名

企業及びヨセミテを訪問して、大学や企業での女性の活躍の実態や大自然についての研修を行った。さらに、レスター大学

(イギリス)との交流に理学部と連携して取り組み、支援を行った。これらの活動を通じて、グローバルに活躍できる女性リ

ーダーの育成を目指した。 

 中期計画【 10】  

 理工系の中でもとりわけ女性の進学の少ない工学に女性の興味・関心を誘うために、従来から多くの女性の支持を得てき

た生活科学と工学を融合させ、技術革新を生活の革新につなげる通常の工学とは異なり、生活の必要を技術革新に結びつけ

る、生活工学という先端的領域を切り開き、理工系教育の新たなあり方を確立する。 

  平成 29 年度計画【 10-1】  

生活工学の最先端の知識を学ぶ特別講義を開講し、具体的な課題を自ら解決しつつ横断的・実践的な学習を進める、Project 

Based Learning (ＰＢＬ)スタイルの実践学習を行う。さらに、学外の研究機関や企業から構成される学術的リサーチコン

プレックスに参画し、最先端の機能性新素材や情報処理技術を健康管理や生活空間の快適性向上など日常生活に応用する方

法について、学際的かつ実践的に研究へ昇華する方法を指導する。 
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  実施状況  

生活工学の最先端の知識を学ぶ特別講義を５科目開講し、具体的な課題を自ら解決しつつ横断的・実践的な学習を進める、

Project Based Learning (ＰＢＬ)スタイルの実践学習を行った。例を「Project Based Learning (いのちを守るデザイン)

Ａ」に取れば、医療や介護の現場で必要な高齢者用の下着やサニタリー用品について現状や問題点を把握し、「いのちを守

るデザイン」としてどの様な工夫が必要か相互にプレゼンテーションを行って、議論や提案に取り組んだ。加えて、奈良女

子大学奈良町セミナーハウスにおいて町家での生活を実際に体験し、住環境のデータ計測なども併用しながら、古都の伝統

家屋に「いのちを守るデザイン」としてどの様な特徴があるかを理解し、改善点について議論と提案を行った。 

さらに、学外の研究機関や企業から構成される学術的リサーチコンプレックスに参画し、最先端の機能性新素材や情報処

理技術を健康管理や生活空間の快適性向上など日常生活に応用する方法について、学際的かつ実践的に研究へ昇華する方法

を指導した。具体的には、被服構成学の知識を用いた体にぴったりフィットする下着の構造デザインとプリンテッド・エレ

クトロニクス技術によるウェアへの呼吸等センサの印刷は、本来それぞれ家政学と電子・素材工学における別テーマの課題

であるが、実際にウェアへセンサを印刷し服と電子回路を一体化する学際的な取組（実践）の指導を通して、二つの分野が

学際融合したセンシングウェアの研究に昇華することができた。 

中期目標【4-2-1】 

大学教育のあり方は初等・中等教育のあり方と深く連動する。従って大学教育の改革は初等・中等教育の改革を伴わなく

てはならない。加えて国立大学の附属学校は、現在の教育が抱える諸問題に答えを用意する実験校、模範校でなくてはなら

ない。そこで第一に、今日我が国の大学が直面している大きな課題、女子の理工系進学を増加させるにはどうすればよいか、

あるいは学力判定に偏らない高大接続を実現するにはどうすればよいかといった課題に解答を用意すべく、教育実験の場と

して活用する。さらには後期中等教育と大学教育の間だけでなく、あらゆる段階における教育間の接続教育のあり方につい

て検討し、その理想について提言する。そして第二に、「いじめ」等現在の教育が抱える難題について、地域の教育委員会

等とも協力し、研究する。 

 

中期計画【 41】  

女子の理工系進学を促進するために、附属中等教育学校の 10 年に及ぶＳＳＨ校（文部科学省により指定を受けた先進的

な理数教育を実施する高等学校等）としての実績等も踏まえ理系女性教育開発共同機構と各附属学校が連携して、初等・中

等教育課程における、女子の興味・関心を惹くことができる新たな理数教育のあり方を研究、開発する。さらにはその過程

で考案された教育方法を、各附属学校において積極的に導入・検証する。 

 平成 29 年度計画【 41-1】  

理系女性教育開発共同機構と各附属学校が協力して、附属中等教育学校の 10 年以上に及ぶＳＳＨ校としての経験と成果

なども踏まえながら、いかにすれば女子の理工系科目への興味・関心を高めることができるかの研究を「理数研究会」など

を開催し進める。その際、従来の理工系科目が容易に女子の興味・関心をひかない原因を、得手不得手ではなく魅力の欠如

に求め、その観点に立った新しい教育システムの開発を行う。 

  実施状況  

 理系女性教育開発共同機構と附属中等教育学校の理科、数学科教員が立ち上げた「理数研究会」において理数融合授業の

研究を行い、その研究成果を平成 30 年２月に「理数シンポジウム」(参加者約 100 名)で発表した。また、理系女性教育開発

共同機構と附属中等教育学校の研究をまとめ、『女性のための「物理教科書」研究』(吉田信也・藤野智美 著、敬文舎)を刊

行した。これらは、「女性が魅力を感じる理数教育を創造することが重要であり、そのためにはどのようにするべきか」に

ついて研究した成果物となった。 

 また、従来の理工系科目が容易に女子の興味・関心をひかない原因を探求すべく、アンケート調査等を基にして、女性が



      
奈良女子大学 

- 15 - 

魅力を感じる理数教育について研究を進めた。その結果、従来の STEM(Science, Technology, Engineering, and 

Mathematics)教育を発展させて、ＳＴＥＡＭ(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)教育へという新

しい教育システムの研究と構築を始めた。 

 さらに、初等教育における理数教育の課題の共同研究についての議論も進め、附属小学校の理数を専門とする教員と副校

長を中心に、児童の活動の観察を通じて議論した。この活動は、平成 30 年度には附属幼稚園における幼児教育も含めた研究

につなげることとなった。 

中期目標【5-2-1】 

本格的な専門研究の経験の場となる大学院教育は女性リーダーとしての成長にとって重要である。そこで平成 26 年度に

実施された学部改組を踏まえ、平成 30 年度には大学院博士前期課程の改組を、平成 32 年度には大学院博士後期課程の改組

を実施する。また平成 28 年度にはお茶の水女子大学と共同で大学院生活工学共同専攻を設置する。 

 

中期計画【 52】  

平成 26 年度に学部の壁を越えて実施された学部の改組を踏まえ、目下の日本の課題である、グローカルに活躍できる地

域女性リーダー、理工系女性リーダー等各界各層で活躍できる女性リーダーを育成するために、平成 30 年度には大学院博

士前期課程の改組を、平成 32 年度には大学院博士後期課程の改組を実施する。 

 

平成 29 年度計画【 52-1】  

平成 30 年度大学院博士前期課程の改組に伴い、社会で中心となって活躍する女性リーダーを育成できる６年一貫教育プ

ログラムを策定する。また、平成 32 年度大学院博士後期課程の改組の具体的内容を検討する。加えて、社会的価値の創造と

イノベーションを結合した「文化工学」の立ち上げを図り、それを基礎に卓越大学院プログラム（仮称）への申請に向けて

準備を行う。 

実施状況  

 学生を知識、感性、主体性を兼備した優れた女性リーダーとして成長させるために、学士課程と修士課程を通貫した６年

一貫の教育プログラムを策定し、平成 29 年度学部入学生から選択可能にした。学部学生の博士前期課程進学への動機づけ、

制度周知のため、学部１年次生に対して前期及び後期実施の各学部ガイダンスで、３年次から適用される６年一貫教育プロ

グラムの案内を行った。また、各学部及び人間文化研究科では制度の詳細設計を進めた。また、学生支援室も交え、プログ

ラム選択者に対する優遇措置として、経済的支援や希望者への学生寮への入居許可（通常は大学院生は入居対象外）につい

て全学的な検討を重ねた。 

 各学部では、①６年一貫教育プログラムの特徴である特別研究等のカリキュラムの詳細検討及び決定等の準備、②対象と

なる 1 年次生に対するオリエンテーションやガイダンス時でのアナウンス、③学生への周知活動として、平成 30 年度専門教

育ガイドに６年一貫教育プログラムの説明項目を追加し、コース選択の指標となる「履修モデル例」の掲載、④具体的な履

修相談や留学をはじめとする個別相談体制の検討等、準備や周知活動を行った。 

 また、平成 32 年度に実施予定の大学院博士後期課程改組に向け、ワーキンググループ会議を 10 回開催することにより構

想を企画し、平成 30 年度末に行う設置手続きに向けて準備を進めた。 

 加えて、平成 29 年度より卓越大学院プログラムの検討を行った。卓越大学院プログラムは本来、俯瞰力、独創力並びに高

度な専門性を備えた「知のプロフェッショナル」としての博士人材育成を目指すプログラムであるが、本学ではそれを、多

様な専門家が、対話と異分野交流を通じて、社会的価値の創造と深く結びついたイノベーションを実現していくプログラム

と解し、「文化工学」と名付けた。異分野間の対話は、俯瞰力を養うのに有益であり、イノベーションは独創力を不可欠と
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するからである。そして異分野対話を重視することから、その「文化工学プログラム」を、種々の専門（主専攻）に「横串」

を通す形で設ける副専攻として位置付けた。 

 なお、多種多様な専門間の対話を実現する上で、様々な団体（お茶の水女子大学、福岡女子大学、京都女子大学、ＪＳＴ

社会技術研究開発センター（RISTEX）、奈良県吉野郡下市町、大阪府茨木市等）、個人と提携し、協力を得た。平成 29 年 12

月には、その連携・協力団体、個人を招聘し、「卓越大学院シンポジウム『文化工学』の確立を目指して！」を開催し、67

名の参加を得た。 

ユニット２  大和・紀伊半島から世界へ、世界から大和・紀伊半島へ、教育研究のグローバル化の推進と地方創生 

中期目標【 1-1-2】  前文で掲げた三つの「戦略的な中期目標」を実現するために必要な教育方法を開発し、確立する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期計画【 8】  

 本学が行う大和・紀伊半島地域の地方創生事業の一環として、平成 27 年度に採択された地（知）の拠点大学による地方創

生推進事業「共創郷育：「やまと」再構築プロジェクト」（ＣＯＣ＋事業）に取り組み、自治体や企業等とも連携して、学

生が地域の中に入り、そこで地域の課題を発見し調査・研究する体験型学修プログラムを教養教育・キャリア教育の一環と

して確立する。それと同時に、学生の同地域への関心を高めるため、同事業を日本の国家や文化の発祥の地である大和・紀

伊半島地域の文化的・歴史的価値の再発見のための研究と連動させる。 

 

平成 29 年度計画【 8-1】  

前年度の検討を踏まえ、すべての学生が地域志向科目を履修できる体制の構築を進めるため、「共創郷育：「やまと」再

構築プロジェクト」の一環として開講した「キャリアデザイン・ゼミナールＣ（４）」を発展させ、ＣＯＣ＋協働機関（企

業、自治体、奈良県立大学及び奈良工業高等専門学校）と連携した教養教育科目「なら学＋」を新設・開講し、卒業要件単

位に認定できる科目とする。 

実施状況  

すべての学生が地域志向科目

を履修できる体制の構築を進め

るため、地域志向科目のリーフレ

ットを全学生、全教職員に配布す

るとともに、以下のとおり教育プ

ログラムの整備を進めた。 

①本学、奈良工業高等専門学校及

び奈良県立大学の３校がそれぞ

れ整備している地域志向科目を

相互に履修し単位取得できるよ

う、平成 29 年９月、単位互換に関

する覚書を締結した。 

②平成 28 年度開講の「キャリア

デザイン・ゼミナールＣ（４）日本一の奈良を知る」（平成 28 年度受講者数 57 名・卒業要件単位には認定されない）を発

歴史地理学概論

文化人類学特殊研究

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾘｻｰﾁ

文化ﾒﾃﾞｨｱ学実習B

現代民俗論演習

地域社会の課題演習

なら学概論B

なら学フィールドワーク実習

歴史学実習

ｺﾐｭﾆﾃｨ・ｱｸｼｮﾝ

なら学演習

地域探究実践演習

森林生物学野外実習

河川生物学野外実習

地域居住学

福祉住環境学

専
門
教
育
科
目

文学部

理学部

生活環境学部

授業科目名

パサージュ1A

パサージュ1B

パサージュ20A

なら学

なら学＋（プラス） 

環太平洋くろしお文化論

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｾﾞﾐﾅｰﾙB(11)

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｾﾞﾐﾅｰﾙB(17)

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｾﾞﾐﾅｰﾙB(41)

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｾﾞﾐﾅｰﾙB(42)

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｾﾞﾐﾅｰﾙB(46)

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｾﾞﾐﾅｰﾙB(52)

ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ･ｾﾞﾐﾅｰﾙB(53)

種別

平成29年度地域志向科目一覧

教養教育科目

ｷｬﾘｱ教育科目
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展させ、平成 29 年度に「なら学＋（プラス）」（卒業要件単位に認定される）を新設・開講した結果、前年度の３倍を超え

る 175 名が受講した。この科目は、ＣＯＣ＋協働機関と連携した教養教育科目であり、奈良工業高等専門学校及び奈良県立

大学から各２コマ（計４コマ）の授業の提供を受けるとともに、２自治体（吉野郡下市町、奈良県森林技術センター）と県

内６企業の各々から、奈良の観光、伝統産業や女性の起業等をテーマに各１コマの提供を受けた。「地域志向科目」全体と

しては、前ページ記載の 29 科目を開講し、のべ 937 名の学生が受講した。 

③奈良県南部に開設したサテライト施設を学習拠点として、学生が地域（現地）に入り、地域住民と接することにより課題

を発見し、その課題を解決する能力を身に付ける地域志向科目の授業（「コミュニティ・リサーチ」、「コミュニティ・ア

クション」等）を実施した。さらに、地域住民とともに地方創生に寄与する人材を育む環境を整備するため、吉野郡野迫川

村・吉野郡下市町に続いて新たに吉野郡十津川村にもサテライト施設「奈良女子大学十津川地域活動センター」を開設した。 

中期目標【 2-1-1】  

奈良女子大学の、「ミッションの再定義」によって明らかにされた「強み」や、そこから導かれた前文で述べた三つの「戦

略的な中期目標」を実現するために特色ある研究を進めるとともに、学内外に存在する多様な研究者の交流、連携を積極的

に進め、各分野において世界に通用する先端的で独創的な研究を行う。 

 

中期計画【 23】  

古代国家発祥の地であり、長く日本社会の宗教的中心であり、さらにはユネスコから世界文化遺産に指定された世界史的

重要性を持った地域である古都奈良に立地するという恵まれた環境を活かし、日本文化や社会の特異性のみならず、普遍性、

世界性を発見し、それを通じて「日本研究」と「外国研究」の双方向的な対話を促進、我が国の人文・社会諸科学の新たな

地平を開く。そのために、従来から存在する共生科学研究センター、古代学学術研究センター、文学部なら学プロジェクト

等を土台に国際的な日本文化研究交流拠点を設立し、それらの連携のもと世界的な日本文化や社会の研究ネットワークを形

成する。 

 平成 29 年度計画【 23-1】  

日本の国家や文化、宗教の発祥の地に足場を置いた日本文化交流研究の拠点として、共生科学研究センター、古代学学術

研究センター及び文学部なら学プロジェクトを基盤に「大和・紀伊半島研究センター」（仮称）を新設するとともに、共同

研究及び国際シンポジウムを実施する。 
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実施状況  

日本の国家や文化、宗教の発祥の地に足場を置いた日本文化

交流研究の拠点を新設するため、大和・紀伊半島地域を中核とし

た総合的な研究の実施及び研究への支援を行う「大和・紀伊半島

学研究所」を共生科学研究センター、古代学学術研究センター及

び文学部なら学プロジェクトを基盤とし、平成 30 年３月に設立

した（右図参照）。 

共生科学研究センターでは、平成 28 年度に２カ年の実施を条

件に同センターにおいて行う学外研究者との共同研究プログラ

ムを公募し、平成 29 年度も引き続き６件の共同研究に対し、総

額 1,000 千円の助成を行った。古代学学術研究センターでは、月

例研究会や都城制研究集会等を通じて学内外の研究者との交流

を図ったほか、奈良県立萬葉文化館等の外部機関との連携によ

り、「第 13 回若手研究者プログラム」を平成 29 年８月の２日間

実施し、研究者間の研究交流を行った。 

また、研究所の設立に向け、これらの組織が連携して、大和・紀伊半島地域を対象とした自然と人の共生社会を形成する

ための研究拠点の設置を推進した。平成 29 年 12 月には、共生科学研究センター主催、紀伊半島研究会共催で「地域が持つ

資源について考える－紀伊半島の持つ資源とは何か？－」（参加者 56 名）を開催した。 

研究所設立後の平成 30 年３月には、「大和・紀伊半島」をフィールドとする教育研究の成果として、研究フォーラム「災

害研究－大和・紀伊半島の災害・防災に向けて－」を実施し、教員５名が教育研究の成果を講演した（参加者 33 名）。 

また、同じく平成 30 年３月には、神話をテーマとしてこの国の成り立ちを紐解くことで大和の地を探求することを目的とし

て、国際シンポジウム「日本神話を論ず」を開催した（参加者 105 名）。このシンポジウムでは、本学副学長をはじめ、東

京大学名誉教授、東海大学、広島大学、ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学といった全国及び世界の研究者をパネリ

スト及びコメンテーターとした。 

中期目標【 3-1-2】  

従来の実績を踏まえ、地域の自治体等との連携の下、大和・紀伊半島地域の地方創生に取り組む。古都奈良に立地すると

いう恵まれた環境を活かし、奈良女子大学を国際的な日本文化・日本社会研究の交流拠点にする試みと重ねてそれに取り組

む。 

 

中期計画【 35】  

大和・紀伊半島地域の地方創生を図るために、地域の自治体及び大学等と連携し、同地域の歴史的、とりわけ世界史的価

値の再発見に取り組み、それを学術研究論文や研究書及び観光ガイドブック（日英両文）にまとめ、それをもとに、地域の

観光開発、産業振興、教育振興、コミュニティー再生に取り組む。さらに地域理解を深めるために大和・紀伊半島地域をフ

ィールドにした教育を立ち上げる。 

 平成 29 年度計画【 35-1】  

大和・紀伊半島地域の歴史を、教員が助言し学部学生・大学院生が主体的に調査する「夏期学生現地調査」を実施する。

さらに、大和・紀伊半島地域を対象とした「歴史学実習」フィールドワークを行う。また、以上の調査に基づいた『大和・

紀伊半島観光案内書準備報告集』を作成する。 

大和・紀伊半島学研究所

共生科学研究センター 古代学・聖地学研究センター

なら学研究センター

自然 文化

人間

紀伊半島

自然的・社会的環境
の特徴

人と自然と歴史の「共生(KYOUSEI)」のあり方を研究し、
日本のあるべき姿を社会に発信

日本列島における
地方社会の縮図

長い人間活動の
足跡や日本に
とっての聖地

歴史文化的環境
の特徴
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実施状況  

９月に学生 22 名(のべ人数 23 名)、院生７名、教員１名が         夏期学生現地調査の実施状況 

「夏期学生現地調査」を実施し、歴史的道標や石像物の現地調査を行

った。また、11 月の３日間、学生 18 名、院生５名、教員４名で、大

和・紀伊半島地域の「歴史学実習」を実施した。調査対象は高野山、

小辺路(熊野古道)、中辺路(熊野古道)、熊野本宮大社、熊野速玉大

社、神倉神社、阿須賀神社、熊野那智大社、青岸渡寺、補陀洛山寺で

あった。上記調査を踏まえ『大和・紀伊半島観光案内書準備報告集』

である『2017 年度 歴史学実習 in 熊野・高野山』を作成した。 

日程 

（９月） 
参加者 調査先 

13 日 

～15 日 

学生１名、

院生７名、

教員１名 

十津川村玉置神社、十津川村

果無集落、湯ノ峰温泉、熊野

古道大日越、熊野本宮大社 

14 日 学生５名 五條市 

16 日 学生３名 吉野郡下市町 

24 日 学生３名 高野山 

28 日 学生８名 五條市 

28 日 学生３名 高野山 

 

中期計画【 36】  

大和・紀伊半島地域が何故に世界文化遺産に指定されるに相応しい、世界史的価値を持った地域であるのかを解明するた

めに、新たに設立する国際的な日本文化研究交流拠点を中心に、自治体等の協力を得て、同地域において国際的シンポジウ

ムやセミナーを開催し、それを「地方創生」にもつなげる。 

 

平成 29 年度計画【 36-1】  

新たに設置する「大和・紀伊半島研究センター」（仮称）を中心に、包括連携協定締結先の奈良県南部東部の自治体の協

力を得て、大和・紀伊半島研究の課題を探るためのシンポジウムを開催する。また、奈良県下の「地方創生」に資するため

に、木の新たな利用法を探る「木のシンポジウム」（仮題）を開催する。 

実施状況  

包括連携協定締結先の吉野郡下市町との連携講座「遠くの人が近くなる？新しいコミュニケーションを考える」（参加者

50 名）を吉野郡下市町農村環境改善センターで実施した。生活環境学部教員を講師として、「人と人を繋ぐ技術」と題して

新しい遠隔コミュニケーション技術がもたらす遠隔就労の可能性についての講演を行うとともに、吉野郡下市町を拠点とし

てフィールドワークに取り組んでいる文学部教員から、コミュニティ・リサーチ授業「集落点検の新たな展開」の報告発表

を行った。本学の研究成果を発表するとともに、地域住民と地域の課題解決について意見交換を行う機会となった。 

また、奈良県の地域産業の振興及び地域活性化に資することを目的として「奈良における木材利用・木材建築に関するシ

ンポジウム」（参加者 84 名）を実施した。建築設計事務所及び東京大学生産技術研究所教授の講演の他、奈良県からは、奈

良の木ブランド課の取組について情報提供があった。 

中期目標【4-1-1】 
留学の奨励、留学生の受け入れ、さらには教員や大学院生の研究の国際発信力を高めることを通じて、大学のグローバル

化を推進する。 

 中期計画【 37】  

留学を奨励し、留学生の受け入れを拡大するために、留学希望者のための英語教育、受け入れ留学生のための日本語教育、

英語による教育を拡充し、平成 33 年度には留学生の派遣 100 名（約 30％増）、受入 250 名（約 80％増）を達成する。また、

世界各地で催される日本留学フェアに参加する等、系統的な広報活動を行い、海外の大学等との国際交流協定を積極的に締

結する。さらにダブルディグリープログラムを推進する。 
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  平成 29 年度計画【 37-1】  

日本人学生の海外留学を積極的に推進するため、「奈良女子大学なでしこ基金派遣留学奨学金支給要項」に基づいて選考

を行い、対象者に奨学金（一時金 10 万円）を給付するとともに、学生の海外短期留学を認定する取組を開始する。また留学

支援として、国際交流センター・国際課共催による「海外留学説明会」を開催し、積極的に海外留学に関する情報提供を行

うとともに、学内の語学教育を充実する。 

  実施状況  

日本人学生の海外留学を推進するため、海外留学への経済的支援として、「奈良女子大学なでしこ基金派遣留学奨学金支

給要項」（一人あたり 10 万円の奨学金を支給）に基づき選考を行い、対象者（１名）に奨学金を給付した。加えて、理学

系学生海外短期留学支援制度により、理学部及び大学院の理学系専攻に所属する学生 11 名に一人あたり８万円を上限とし

た支援を行った。他に日本学生支援機構の「海外留学支援制度」では 27 名、文部科学省実施の「トビタテ！留学 JAPAN」

では４名、文部科学省補助金「大学の世界展開力事業：日‐EU 間学際的先端教育プログラム（EU-JAMM）」ではダブルディ

グリープログラム参加の学生１名に支援を行った。 

留学希望者への支援として、海外留学や海外インターンシップに関する説明会（９回）や個別相談（43 件）を実施し、

のべ 194 名に情報提供を行い学生の留学意識を高めるとともに、渡航中の危機管理の意識啓発を行った。また、留学希望

者の語学力向上支援策として、前年度同様に TOEFL-ITP テストを学内で３回実施(のべ 65 名受験）するとともに、TOEFL 対

策講座（約 20 名参加）、英語による教養科目「Contemporary Japanese Society A/B」及び「Modern Japanese 

Literature A/B」を開講した。 

さらに平成 29 年度新たにスカイプによるオンライン・マンツーマン英語レッスンを、後期開講の「アドバンスト・イン

グリッシュ BⅡ」の授業外課題として試験導入し、その有効性と効果的運用方法を検討した。受講前と受講後でネイティブ

スピーカーによる面接テストを行い比較したところ、受講者 22 名中 17 名の会話力が向上し、学生のアンケート結果にお

いても 90％以上の学生がレッスンの受講が英語力アップに効果があったと回答したことから、平成 30 年度から留学希望学

生を対象に、国際性の涵養と英語力の向上を目指し、オンライン・マンツーマン英語レッスンを組み込んだ「Global 

Studies and Communication A/B」を新規開講することを決定した。 

留学促進策として、短期派遣プログラムを科目化した「キャリアデザインゼミナール B(47)(48)(49)」の３つのグローバ

ル女性人材養成プログラムを実施し、南京大学（８/18-９/17）に５名、ハノイ貿易大学（８/17-30）に 13 名、リンカー

ン大学（２/18-３/17）に 24 名を派遣した。過年度のこの短期プログラム参加者の内６名が、平成 29 年度交換留学制度に

応募していることから、半年以上の長期留学へのワンステップとして着実に成果を上げていると判断している。 

また、平成 29 年度から新たに「キャリアデザインゼミナール B(54)国際チャレンジ活動」を科目開講し、大学主催以外

で学生が計画する海外留学や海外インターンシップについて一定要件を満たした場合に単位認定することを制度化し、４

名が単位取得した。 

上記取組により、学生の海外留学や海外派遣事業参加への意識が高まり、大学プログラムによる留学 94 名、個人留学 28

名で目標数の 100 名を超える 122 名が海外留学した。この他にも奈良県主催の海外派遣事業に４名、内閣府主催の海外派遣

事業に２名が参加しており成果が上がっている。 
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  平成 29 年度計画【 37-2】  

留学生の受け入れを拡大するために、前年度に制定した「奈良女子大学なでしこ基金交換留学生等渡日旅費及び帰国旅費

支給要項」に基づく戦略的な受入計画を推進する。あわせて多様な学生交流の機会を提供するとともに、留学生用の日本語

授業及び英語による授業を開講する。また、理学部と理系女性教育開発共同機構による本学学生及び短期留学生を対象とし

たサマーキャンプや、国際交流センターによる留学生を対象としたサマースクールを実施し、単位を付与する。さらに、新

たなダブルディグリープログラムについての検討を開始する。 

  実施状況  

留学生の受入を拡大するために、前年度制定した「奈良女子大学なでしこ基金交換留学生等渡日旅費及び帰国旅費支給要

項」（一人あたり 15 万円を上限として渡日旅費及び帰国旅費を支給）に基づく募集案内を海外協定校へ送付し、次年度受

入学生について１名申請があった。 

また、多様な学生交流の機会を提供すべく、ダブルディグリープログラムや短期プログラムを次のとおり実施した。 

①ダブルディグリープログラムでは、９月にハノイ大学からの学生２名が修了し、10 月に同大学から新たに１名を受け入

れた。 

②理学部及び理系女性教育開発共同機構主催のサマーキャンプ SCORE（12 名）、国際交流センター主催の短期サマープログ

ラム MAHOROBA（12 名）、まほろば（12 名）については「グローバル理系女性育成国際サマーキャンプ」及び「日本文化

と地域社会 A/B」として科目開講し、それぞれ２単位を付与した。 

上記取組等により留学生総数は前年度の 167 名から 240 名に増加した。さらに、ＪＳＴの「日本・アジア青少年サイエ

ンス交流事業（さくらサイエンスプラン）」プログラム（２件採択）を初めて実施して 20 名を受け入れた他、ベトナム国

家大学ハノイ人文社会科学大学との短期プログラム（単位付与なし）で６名受け入れることにより、学生の国際交流を推

進した。 

また、ダブルディグリープログラムの連携先を開拓するため、教員派遣事業に合わせて南京大学を訪問した。 

受入留学生のための日本語の授業は、前年度と同様に「キャリアデザイン・ゼミナール A ビジネス日本語Ⅰ/Ⅱ」を前・

後期で合わせて 14 科目を開講した他、英語による教養科目については「Japanese Culture and History A/B」、

「Contemporary Japanese Society A/B」など８科目を開講した。 

留学生に対する学修支援として、前・後期合わせて 63 名の留学生に対し、学生チューターを雇用、配置した。また交換

留学生および国費留学生の希望者を対象に日本語ボランティアを配置し、留学生 24 名に対して日本人ボランティア 29 名が

日本語学習を支援した。この他茶道、華道の日本文化教室（前・後期各２回、各回６名〜８名程度が参加）、日本語スピー

チ大会（６月に開催、留学生 10 名がスピーチ）、外国人留学生実地見学旅行（１月に実施、留学生 33 名が参加）、留学生

地域貢献プロジェクト（３月に実施、留学生 11 名が参加）を行った他、留学生と日本人学生の交流イベントを計５回実施

し学生交流の機会を提供した。 

  平成 29 年度計画【 37-3】  

留学生の受け入れを拡大するために、日本学生支援機構が主催する日本留学フェアに積極的に参加するとともに、海外協

定校を訪問し連携を強化する。また、ＥＵとの会合（ＥＡＩＥ（ヨーロッパ国際教育協会）総会）等に参加し、本学の広報

を行うとともに、国際交流協定の新規締結を目指し協議する。 

  実施状況  
留学生受入拡大のため、日本学生支援機構が主催する「日本留学フェア」（タイ：9/2・3 、マレーシア：12/2・3）に参

加し、本学の広報活動を行うとともに、会場でチェンマイ大学(タイ）と協定について協議した。その結果、チェンマイ大学
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とは、11 月に国際交流協定および学生交流協定を締結した。また、タマサート大学（タイ）とは、新たに教員 1 名を招聘し

て連携した結果、理学部及び大学院人間文化研究科との部局間協定締結に向けた手続き開始に至った。 

アジア地域に対しては、海外協定校との連携強化として、ベトナムにおいて副学長（企画・広報担当）がベトナム国家大

学ハノイ人文社会科学大学の副学長を表敬訪問し、さらに日本学科で講義を行った。また、教員派遣事業として、中国にお

いては南京大学日本語学部で、ベトナムにおいてはハノイ大学日本学部で集中講義を行った。さらに、南京大学、ベトナム

国家大学ハノイ人文社会科学大学、ハノイ貿易大学との学生交流協定を一部改正して交換学生数を拡大した。 

上記の取組の結果、平成 29 年度、南京大学からは交

換留学生５名、ハノイ大学からはダブルディグリープ

ログラムに基づく留学生１名、交換留学生１名、ベト

ナム国家大学ハノイ人文社会科学大学からは、交換留

学生２名、日本語・日本文化研修留学生１名、短期プ

ログラムで学部生６名を受け入れた。 

さらに広い地域を視野に入れ、スペインのセビリア

で行われた EAIE2017（9/12-15）に副学長（国際交流担

当）及び生活環境学部長が参加し、新規協定校の開拓

に向けた交渉を行うとともに、協定校と情報交換を行い連携強化に努めた。その結果、協定大学とは学生交流協定更新の意

向確認を行うとともに、非協定校を含めた短期プログラムを立案するに至った。               

なお、国際交流拠点設置として、バングラデシュのダッカ大学においては、女性人材育成のための本学初の海外拠点とな

る奈良女子大学海外オフィスを設置することを決定した。今後ここを拠点として学生交流・学術交流の活性化を図る。さら

に、平成 30 年度にダッカ大学から本学大学院博士前期課程に学生を外国人特待留学生として受け入れるための制度整備に

着手した。 

増加する卒業・修了留学生のフォローアップ及び海外同窓会機能、留学生リクルーティングの拠点整備への足掛かりとす

るため、新たな取組として卒業・修了留学生向けのメールマガジンの配信を 10 月に開始し、2018 年３月現在で登録者数は

66 名となった。 

大学名（国名） 協定の種類 

アイルランガ大学人文学部（インドネシア） 部局間協定 

チュイロイ大学（ベトナム）  大学間協定 

チェンマイ大学（タイ） 大学間協定 

ダッカ大学（バングラデシュ） 大学間協定 

オックスフォード大学オーリエル・コレッジ

（イギリス） 

大学間・学生交流協定 

内蒙古大学蒙古学学院（中国） 学生交流協定 

中期目標【4-1-2】 
研究における国際的な交流・連携活動を推進し、奈良女子大学が「戦略的な中期目標」に掲げる分野において、知の国際

的な交流拠点の形成を目指す。 

 中期計画【 39】  

大和・紀伊半島を舞台に日本文化の普遍性、世界性を発見するという作業は、世界中の日本研究者の関心を惹く作業であ

る。その作業を国際的な交流の中で行うために、新たに設立する国際的な日本文化研究交流拠点を中心に、日本研究の世界

的ネットワークを立ち上げ、定期的にシンポジウムを開催する等、人と情報の交流を活発化させる。さらにはその取り組み

と合わせて、大和・紀伊半島をフィールドに、日本の自然・社会・文化の研究をテーマにしたサマースクール等を開催し、

留学生受入目標（250 名）の達成に資する。 

平成 29 年度に協定を締結した大学 
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  平成 29 年度計画【 39-1】  

大和・紀伊半島をフィールドとした日本文化研究の意義を世界に発信するために、国内外の日本研究者に呼びかけ、大和・

紀伊半島の信仰等に題材をとった国際シンポジウムを開催する。また、国内外の学生に対し、同シンポジウムへの参加を促

し、次年度以降の留学生を交えたサマースクール開催に向けての準備を行う。 

  実施状況  

大和・紀伊半島をフィールドとした日本文化研究の意義を世界に発信するために、平成 30 年３月に国際シンポジウム「日

本神話を論ず」を開催し、105 名の参加者を得た。このシンポジウムでは、本学副学長をはじめ、東京大学名誉教授、東海大

学、広島大学、ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学大学といった全国及び世界の研究者をパネリスト及びコメンテーター

とした。周知活動としては、チラシを奈良県下自治体、奈良市内公民館、関西圏の大学、学内教員、プレス用に配布すると

ともに、国際交流協定を締結しているベトナム及び台湾の大学でも周知を行った。 

日本文化や歴史、奈良の魅力を留学生に学ばせるため、国際交流センター主催の協定大学からの留学生を対象としたサマ

ープログラム（英語と日本語の２プログラム、参加者各 12 名）において奈良県についての講義を行った他、高市郡明日香

村、吉野郡川上村へのフィールドトリップを実施し、本学学生及び地域の方々との交流を深めた。 

また、平成 29 年度からの新たな取組として、吉野郡川上村にて「留学生地域貢献プロジェクト」を行った。留学生 11 名

が参加し、奈良県南部地域について現地での体験学習等を通じて理解を深めるとともに、留学生としての地域貢献について

考える機会とした。 

平成 30 年度に実施する国際交流センター主催の短期サマープログラム「万葉」及び協定大学の留学生と本学学生を対象

とした理学部及び理系女性教育開発共同機構主催の「サマーキャンプ SCORE」において、吉野郡川上村及び吉野郡東吉野村

の地域でのフィールドワークを組み入れて計画した。また、「万葉」については協定校 10 大学に、「サマーキャンプ

SCORE」については非協定校を含む 10 大学に案内した。 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ① 組織運営の改善に関する目標 

 

中

期

目

標  

① 学長のリーダーシップを強化し、学内資源の全体的な判断に基づく合理的な配分を実現するために、学部・学科等の壁を越えた戦略的な組織運営を行う。

また、大学運営上重要な分野に関しては理事でない副学長をおき運営体制を強化する。あわせて組織運営の改善には経営協議会の学外委員や監事等の意見

を積極的に取り入れ、透明性のある開かれた大学運営を行う。【5-1-1】 

② 機能的な組織運営を行うために、教育研究をはじめ大学の機能を支える人材を確保し、その能力を十分に発揮させることができる人事制度を取り入れ、柔軟

に運用する。【5-1-2】 

③ 女性人材育成の伝統と実績に基づき、男女共同参画社会をリードするために、高い専門性を持った女性リーダーの育成を推進する。【5-1-3】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈４６〉 

戦略的な組織運営を行うために、業務統括会議（理事のみで構成）

や企画推進会議（理事及び各学部長・研究科長で構成）を定期的に

開催するとともに、教育研究の重要事項や特定のプロジェクトの責

任者となる副学長を配置し、理事、副学長、部局長等による学長補

佐体制を確立する。また、学長調査戦略室において、学内外の情報

を収集・分析し、長期ビジョンの策定に寄与する。【5-1-11】 

〈46-1〉 

前年度に配置した地域創生担当副学長とハラスメント防止・障害学生支援担当副学長

に加え、平成 29 年度には国際交流専任の副学長を新たに配置することにより、学長補佐

体制を強化する。 

Ⅲ 

〈46-2〉 

各部局等において収集・分析された情報を学長調査戦略室において集約するとともに、

学長の意思決定に寄与する情報を可視化し、提供する。 
Ⅳ 

〈４７〉 

透明性のある開かれた大学運営を行うために、経営協議会の学外

委員等への情報提供を適切に行い、その意見を組織運営に積極的に

反映させる。また、監事監査機能を強化し、定期的に監査報告を受

けるとともに、役員会後に月１回理事と監事の懇談会を設ける等、

日常的に監事から監査の視点に立ったアドバイスを受けられるよ

うにする。【5-1-12】 

〈47-1〉 

本学の教育研究活動に対する理解を深めるため、経営協議会学外委員による実地視察

を実施するとともに、それを踏まえての意見を聴取し、役員会における議論に反映する。 
Ⅳ 

〈47-2〉 

監事による監事監査結果報告を役員会、経営協議会において実施し、監査結果を法人

運営に反映する。また、監事と学長・理事との懇談会を年３回以上開催するとともに、監

事、会計監査人及び学長の三者協議会を年２回以上開催し、監査結果を共有する。 

Ⅲ 

○ 項目別の状況 
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〈４８〉 

機能的な組織運営を行うために、大学の戦略に沿った教職員の適

正配置と事務組織の検証を行う。また、多様な人材の確保と優秀な

人材の登用のために、専門性を有する人材の活用や、事務職員のキ

ャリアパスの提示を行う。【5-1-21】 

〈48-1〉 

大学の戦略である中期計画の進捗状況のモニタリングを強化し、学長の下で教職員の

配置計画を検証する。 

Ⅲ 

〈48-2〉 

業務改善ＷＧを月１回開催する。前年度における検証をもとに、学内関係者からのヒ

アリングを行い、引き続き問題点を検証し、改善提案の骨子を提示する。 
Ⅳ 

〈48-3〉 

事務職員の人材育成方針に定めた「職位ごとの人材像と求められる能力」を踏まえ、

事務職員の人事評価の実施方法の見直しを検討する。 

Ⅲ 

〈４９〉 

機能的な組織運営を行うために、業績評価システムを検証しつつ

適切に評価を実施し、その結果に応じた処遇を行う。【5-1-22】 

〈49-1〉 

テニュアトラック制度を導入するとともに、テニュアトラック教員の業績を適切に反

映させるための審査基準を設ける。 

Ⅲ 

〈49-2〉 

「奈良女子大学における大学の評価に関する規程」を改正し、教員の個人評価を明確

に位置付けた上で、教員個人の教育研究等活動状況に基づく個人評価を実施する。 

Ⅲ 

〈５０〉 

教員の流動性を高め、教育研究活動を活性化するために、年俸制

及びクロスアポイントメント制を活用し、人事制度を弾力化する。

年俸制については、優れた研究者を確保できるよう業績評価システ

ムを改善しながら推進し、導入教員の割合 12％を確保する。【5-1-

23】 

〈50-1〉 

「年俸制導入等に関する計画」に基づき、年俸制を 10名程度の教員に新たに適用する。

また、新たにテニュアトラック制度を導入して、人事制度の多様化を図る。 

Ⅲ 

〈50-2〉 

クロスアポイントメント制度について、協定締結校（機関）の拡大を図るとともに、適

用教員数を増加させる。 

Ⅲ 

〈５１〉 

男女共同参画推進のためのアクションプランを実施し、女性教員

が占める割合を 35％に引き上げるとともに女性管理職が占める割

合を 15％に引き上げる。【5-1-31】 

〈51-1〉 

「女性活躍推進法に基づく奈良女子大学行動計画」に基づき、子育て支援システム（な

らっこネット、ならっこイベント）やワークライフバランス支援相談室の活動などを推

進することにより、本学の教員採用公募に女性研究者が応募しやすい環境を構築する。 

Ⅲ 
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ② 教育研究組織の見直しに関する目標 

 

中

期

目

標  

① 本格的な専門研究の経験の場となる大学院教育は女性リーダーとしての成長にとって重要である。そこで平成 26年度に実施された学部改組を踏まえ、平成 30

年度には大学院博士前期課程の改組を、平成 32 年度には大学院博士後期課程の改組を実施する。また平成 28 年度にはお茶の水女子大学と共同で大学院生活工

学共同専攻を設置する。【5-2-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈５２〉 

平成 26年度に学部の壁を越えて実施された学部の改組を踏まえ、

目下の日本の課題である、グローカルに活躍できる地域女性リーダ

ー、理工系女性リーダー等各界各層で活躍できる女性リーダーを育成

するために、平成 30 年度には大学院博士前期課程の改組を、平成 32

年度には大学院博士後期課程の改組を実施する。【5-2-11】 

〈52-1〉 

平成 30 年度大学院博士前期課程の改組に伴い、社会で中心となって活躍する女性リ

ーダーを育成できる６年一貫教育プログラムを策定する。また、平成 32 年度大学院博

士後期課程の改組の具体的内容を検討する。加えて、社会的価値の創造とイノベーショ

ンを結合した「文化工学」の立ち上げを図り、それを基礎に卓越大学院プログラム（仮

称）への申請に向けて準備を行う。 

Ⅳ 

〈５３〉 

平成 26年度に採択された国立大学改革強化推進事業「大学の枠を

越えた科学技術創造立国の中核となる理工系女性リーダー育成拠点

の構築―理系女性教育開発共同機構及び大学院共同生活工学専攻の

設置―」の一環として、お茶の水女子大学と共同で、平成 28年度に

大学院生活工学共同専攻を設置し、新たな工学分野「生活工学」を立

ち上げる。【5-2-12】 

〈53-1〉 

素材工学、情報科学、環境デザイン工学の３つの領域融合型研究により、生活を対象

とした新たな工学分野である「生活工学」研究を実施するとともに、その研究成果を広

く公開するために、日本家政学会年次大会において「生活工学特別公開セッション」を

開催する。 

Ⅲ 
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中
期
目
標  

① 大学運営に機動的に対応するために、事務処理能力を向上させ、業務の効率化・高度化を推進する。【5-3-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈５４〉 

経営支援機能を強化するために、学長調査戦略室において学内外

情報を収集するとともに達成度分析等の定量データを蓄積し、その

分析結果を基に補強すべき取組を明らかにすることにより機動的な

経営支援体制を構築する。【5-3-11】 

〈54-1〉 

学長調査戦略室において、評価企画室と連携し、自己点検評価に必要な定量データを

収集し、分析に着手するとともに、学内で情報共有を行う。また、学校基本調査や大学

ポートレートのデータを活かし、学内情報を検証する。 
Ⅲ 

〈５５〉 

大学運営に対する事務職員の参加意識を高めて、組織運営を効率

化・高度化するために、種々の運営組織における教職協働体制を強化

する。【5-3-12】 

〈55-1〉 

広報企画室、学長調査戦略室において、教職協働体制を強化する。加えて、それを事

務組織全体に波及させる方法を検討する。 
Ⅲ 

〈５６〉 

事務職員の育成方針に沿った研修を体系的に実施するとともに、

専門的知識や経験を有する人材を確保するために、独自の選考採用

を実施する。【5-3-13】 

〈56-1〉 

事務職員の人材育成基本方針に基づき、研修計画を作成する。職階別研修において

は、労務管理の知識を向上させるため、新たに管理監督者を対象とする学内研修を実施

する。また、ハラスメント防止に関する研修などの目的別研修を実施する。さらに、他

大学・他機関が主催する業務分野別研修やセミナーに積極的に参加させる。 

Ⅲ 

 
 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(1) 業務運営の改善及び効率化に関する目標 
  ③ 事務等の効率化・合理化に関する目標 
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■ 学長補佐体制の強化【ガバナンスの強化】（関連年度計画：46-1） 

国際交流専任の副学長を新たに設置することにより学長補佐体制を強化し

た。また、「国立大学法人奈良女子大学理事及び副学長の職務分担について」

を平成 29年４月に新たに制定し、室・委員会・部会等の担当理事及び副学長

の責任と権限を明確にした。 

■ 人事に関する学長のリーダーシップ【ガバナンスの強化】（関連年度計画： 

50-1、 50-2） 

戦略的な教員人事を推進す

るため、年俸制及びクロスアポ

イントメント制度を導入して

いる。年俸制については、年俸

制適用教員１名を採用し、１名

を年俸制に切り替えるととも

に、「年俸制導入等に関する計

画」に基づき、新たに教員 10 名に年俸制を適用した。これにより、大学教員

200 名のうち年俸制適用教員は 33 名となり、導入教員比率は中期計画の

12.0％に対して、平成 29 年度の実績では 16.5％となり計画を大幅に上回っ

た。 

また、クロスアポイントメント制度については、「奈良女子大学クロスア

ポイントメント制度に関する規程」に基づき、新たに１機関と協定を締結し、

教員１名を採用した。 

さらに、テニュアトラック制については、「奈良女子大学テニュアトラック

制に関する規程」を平成 29 年４月に施行し、教員の流動性を高め、多様な人

材を確保するための環境を整えた。 

■ 組織再編等に関する学長のリーダーシップ【ガバナンスの強化】 

本学の機能強化の方向性は、全国的な教育研究拠点の形成である。そのた

め、学長のリーダーシップの下、３つの拠点（共同利用・共同研究拠点、教

育拠点、国際交流拠点）を整備する方針が示された。 

共同利用・共同研究拠点については、既存のセンター等を廃止統合し、大

和・紀伊半島学研究所を平成 30 年３月に設置し、文部科学大臣の認可に向け

た活動を開始した。 

教育拠点については、卓越大学院「文化工学プログラム」の開設を準備す

ることとし、理事（企画・広報担当）及び新たに任命した学長補佐（大学改

革担当）を中心に、平成 30 年度に実施される文部科学省の卓越大学院プログ 

ラムへの申請準備を行った。また、平成 30 年度の大学院人間文化研究科博士

前期課程の改組を行うとともに、平成 32 年度の同博士後期課程改組に向け、

学長補佐（改革推進担当）をメンバーとしたワーキンググループで検討を進め

た。 

国際交流拠点については、ダッカ大学（バングラデシュ）に本学初の奈良女

子大学海外オフィスを設置し、研究者や学生の交流拠点、本学の情報発信の拠

点として活用することとした。 

■ 学長の選考・業績評価【ガバナンスの強化】 

平成 29 年度に実施する学長の業務執行状況の確認方法について学長選考会

議で審議を重ねた結果、これまで①法人評価委員会による評価結果、②監事の

監査結果、③学長選考会議の自己評価書を用いていたところを、学長選考会議

委員（学外委員）からの意見により、これらに加えて④第２期中期目標期間に

係る評価結果も必須とした。また、毎年度業務執行状況を確認し、Ｗｅｂサイ

トで公開することとした。 

■ 大学運営に関する監事の理解を深める取組【ガバナンスの強化】（関連年度計

画：47-2） 

理事と監事との懇談会を３回（４月、７月、１月）開催した。４月の意見交

換での話題に対し、７月には書面で担当理事が対応状況を中間報告するなど、

監事からの監査報告や意見に対し、懇談会の開催を通じて課題対応の迅速化が

図られた。また、学長と監事は、学内会議終了後等に随時懇談を行い、学長が

監事より日頃からアドバイスを受ける関係を構築している。さらに、監事が列

席しない事務協議会等の会議の審議報告や業務報告については、事務局次長か

ら毎月行い、時宜を得た情報を提供している。 

■ ＩＲ活動の推進とデータの活用（関連年度計画：46-2【自己評価「Ⅳ」】） 

① 年次基礎データ等学内データ収集と学外情報の活用 

学長調査戦略室では、平成 29 年度より、各部局の協力のもと第３期中期

目標期間に実施する自己点検評価のために必要なデータの収集を開始した。

また、本学の位置づけを客観的な数値指標で把握することを目的として、学

校基本調査や大学ポートレート等により他大学との比較（国立大学法人評価

のＦチーム間比較）を行った。これらを『年次基礎データ集』としてまとめ、

学長・理事・監事、学部長等及び事務局各課・室に提供した。 

また、学長調査戦略室で収集した学内データや学校基本調査・大学ポート

（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 
奈良女子大学 
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レートのデータを用いて、評価企画室と共同で、大学としての第３期中期目

標期間中の戦略の達成状況を判断するための評価指標を見直し、その結果を

第３期運営費交付金の重点支援に係る戦略調書に反映させた。その結果、本

学が掲げている３つの戦略を実行する上で、文部科学省からの戦略の評価が

前年度に比べ全て向上するとともに（戦略１：Ｄ→Ｂ、戦略２：Ｄ→Ｃ、戦

略３：Ｄ→Ａ）、再配分率も向上した（81.3％→98.9％）。 

② 各部局との連携の推進と学生の成長過程を把握する取組 

学長調査戦略室では、前年度までに収集した情報をもとに、学生に関する

情報を一本化したデータについて、アドミッションセンターと共同で、受験

区分と在学時の成績の相関を分析した。その分析から見えてきたこと、また

奈良女子大学のＩＲが目指すものを提示することで、大学の施策に活用でき

るよう分析の高度化を図っていくために、「奈良女子大学ＩＲ研修会」を平

成 30 年２月に開催した（参加者約 50 名）。なお、学生に関する情報を一本

化したデータは、アドミッションセンターにおいて、特色ある入学者選抜方

法（新しい特別入試(総合型選抜）、新しい高大接続プログラムとそれに基づ

く接続入試）の作成に活かしていくこととした。 

また、卒業後の成長過程を質的把握するための取組として、「卒業生に対

する在学中の振り返りの調査」の実施内容を検討し、第２期中期目標期間中

に実施した「卒業生・修了生アンケート」「企業アンケート」との連続性に

留意しつつ、さらに奈良女子大学で受けた教育、もう一度奈良女子大学で学

ぶなら何を学ぶか、の観点で自由記述の設問を追加した。卒業 30 周年同窓

会幹事に調査への協力を要請し、同窓会開催時にアンケートを実施した（対

象者：231名 回収率：93.1％）。 

加えて、「教育の内部質保証」について、学生の学修状況や学修成果の達

成状況に関する多面的な調査やその実情把握のために、ＩＲの果たす役割が

ますます重要になることから、評価企画室において「内部質保証に関する研

修会(平成 30 年３月開催)」を教育計画室・ＦＤ推進委員会・学長調査戦略

室とともに開催した（参加者数 68 名）。今後本学において内部質保証をよ

り機能させるにあたり体制をどのように充実していくかを考える機会とな

った。なお、この研修会は教職協働のモデルケースとして、担当事務職員が

パネリストを務め、データ集約に関して企画・運営する観点から意見を述べ

ることにより、事務職員が担う役割の理解が一層深まった。 

■ 経営協議会学外委員の理解を深める取組【ガバナンスの強化】（関連年度計

画：47-1【自己評価「Ⅳ」】） 

経営協議会学外委員による実地視察を新たに企画・実施し、その内容を踏ま

え、第３期中期計画遂行上の課題について意見聴取を実施した。その際、複数

の委員から、視察を通じて具体の大学の教育研究に関する取組を現場教員や学

生の雰囲気から感じることができたので、実地視察は大変有効だったとの感想

が寄せられた。 

また、経営協議会学外委員からの意見を踏まえ、役員会において対応内容に

ついて協議し、各担当理事が詳細を検討した。大学院生へのサポート体制の充

実に関しては、キャリア相談を受ける窓口をわかりやすく周知する必要がある

との意見があったため、平成 30 年４月から配布する男女共同参画推進機構リ

ーフレット（全入学生への配布を含め 5,500 部作成）へ記載することとした。 

■ 業務改善の推進（関連年度計画：48-2【自己評価「Ⅳ」】） 

文部科学省から提供された「国立大学法人の業務運営に関するＦＡＱ」を、

事務職員の業務の効率化を推進する観点から、学内Ｗｅｂサイトに掲載して情

報共有を図り、業務に活用している。また、職員の意識改革を進めて、学生、

教員そして職員自らの満足度を向上させることを目的として平成 28 年度に設

立した業務改善ワーキンググループでは、役員へのヒアリングを経て業務改善

の提案を取りまとめ、全事務職員を対象とした意見交換会を８月に行った後、

実施内容（長時間労働の是正の取組など）を決定し、段階的に実施した。さら

に、教職員アンケートを実施し、取りまとめた結果を教職員にフィードバック

し、教員と事務職員との意識のずれを可視化した。また、教員アンケートを取

りまとめた結果は２月開催の部局長会議で報告され、役員、副学長、部局長に

おいて共有された。 

■ 大学院教育改革の取組（関連年度計画：52-1【自己評価「Ⅳ」】） 

  平成 30 年度大学院博士前期課程の改組に伴い、学生募集の開始と学士課程と

修士課程を通貫した６年一貫教育プログラムの策定を行った。また、平成 32年

度大学院博士後期課程の改組内容の検討を行った。 

加えて、卓越大学院プログラムの検討を行った。卓越大学院プログラムは本

来、俯瞰力、独創力並びに高度な専門性を備えた「知のプロフェッショナル」と

しての博士人材育成を目指すプログラムであるが、本学ではそれを、多様な専

門家が、対話と異分野交流を通じて、社会的価値の創造と深く結びついたイノ

ベーションを実現していくプログラムと解し、「文化工学」と名付けた。異分野

間の対話は、俯瞰力を養うのに有益であり、イノベーションは独創力を不可欠
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とするからである。そして異分野対話を重視することから、その「文化工学プロ

グラム」を、種々の専門（主専攻）に「横串」を通す形で設ける副専攻として位

置付けた。 

  なお、多種多様な専門間の対話を実現する上で、様々な団体（お茶の水女子大

学、福岡女子大学、京都女子大学、ＪＳＴ社会技術研究開発センター（RISTEX）、

奈良県吉野郡下市町、大阪府茨木市等）、個人と提携し、協力を得た。平成 29

年 12 月には、連携・協力団体、個人を招聘し、「卓越大学院シンポジウム『文

化工学』の確立を目指して！」を開催し、67名の参加を得た（「Ⅲ.戦略性が高

く、意欲的な目標・計画の状況」に係る平成 29年度計画【52-1】実施状況Ｐ15-

16 参照）。 

■ ＦＤ活動の推進【ガバナンスの強化】 

全学ＦＤ推進委員会では、全学共通科目について授業評価アンケートを実施

し、集計結果を授業担当教員にフィードバックした。 

また、全学ＦＤ研修会「アクティブラーニングに深さを加える～ディープ・

アクティブラーニングの理論と方法～」を 12月に実施した（参加者数 60名）。

さらに、「内部質保証に関する研修会」を評価企画室他と開催し、ＦＤを教育

の質保証のために有効に機能させる際の課題について認識を共有し、ＦＤ推進

委員会のあり方についての検討を開始した。 

平成 29 年 12 月～平成 30 年１月にかけて、全学共通科目（本学専任教員担

当教養教育科目）について、教員による授業見学を実施した。 

■ ＳＤ活動の推進（経営能力のある教職員の育成）【ガバナンスの強化】（関

連年度計画：56-1） 

「人材育成基本方針」に基づき、求められる能力を開発・向上させるため、

体系的な研修計画を作成した。新採用事務職員研修、近隣機関で実施する４機

関新入職員合同研修、階層毎に対応した e-Learning 研修等の学内研修を実施

するとともに、労務管理能力を向上させるために新たに教職員の管理監督者を

対象とした管理監督者研修を実施した。また、国立大学協会、人事院、他大学

が実施する階層別研修や目的別研修へ参加させた。 
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中
期
目
標  

① 経営基盤強化のために、外部資金等の積極的な確保に努め、自己収入の増加に取り組む。【6-1-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈５７〉 

外部研究資金の獲得を促進するために、科学研究費助成事業の採

択に向けた科学研究費助成事業の審査結果「Ａ」の不採択者を対象に

した学内助成等を引き続き行う。また、先端的研究を通じて、大和・

紀伊半島学研究所は最低年間２件、アジア･ジェンダー文化学研究セ

ンターは最低年間１件の外部資金を獲得する。【6-1-11】 

〈57-1〉 

科学研究費獲得推進費等により引き続き研究を促進するとともに、科学研究費獲得

への意識向上を図るための研修会を実施する。また、「組織」対「組織」による大型共

同研究を推進するための産学連携機能強化の方策について検討する。 
Ⅲ 

〈５８〉 

留学生支援、国際交流、教育研究環境等を充実・発展させるために、

同窓会組織である佐保会の活動や卒業生の活躍を広報活動の中で取

り上げる機会を増やす等、ステークホルダーとの連携を強化し、寄附

金の増加に向けた全学的な取り組みを通じて年間平均寄附受入総額

5,000 万円を達成する。【6-1-12】 

〈58-1〉 

本学同窓会の佐保会の活動や卒業生の活躍を広報誌などの中で取り上げる機会を増

やす。また、役員が本学同窓会の佐保会本部・支部総会に出席することで連携強化を図

るとともに、寄附金の増加に向けた協力依頼を行う。税額控除対象となる修学支援特定

基金への寄附増額に向け、Ｗｅｂ、パンフレットの内容を見直す。 

Ⅲ 

 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
  ①外部研究資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標 
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中
期
目
標  

① 経営資源を有効活用するために、経費の効率的使用を実現する。【6-2-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈５９〉 

省エネルギー対策を積極的に推進し、電気使用量の可視化を図る

等光熱水量を削減する。また、教職員の経費削減に対する意識を高め

るために、研修会の実施や財務資料等の提供を定期的に行う。また、

事務経費等管理的経費を抑制するために、業務改善・合理化の取組を

調査・検討し、有効と判断されるものを実施・推進する。【6-2-11】 

〈59-1〉 

電気使用量の実績データを可視化して分析し、その結果を周知することにより省エ

ネ意識を醸成するとともに、物品購入に当たってはよりエネルギー効率の高い製品の

調達を推奨し、光熱水量の削減に努める。 

Ⅲ 

〈59-2〉 

 役員会や部局長会議において、定期的に予算執行状況や財務分析データを報告する

とともに、電子掲示板システムを活用し、職員に対する情報提供を行う。また、新任職

員研修及び新採用事務職員研修において、本学の財務状況に関する講義を実施する。 

Ⅲ 

〈59-3〉 

 管理的経費を抑制するため、更なる業務改善策や学内外の様々な経費削減の取組を

調査・検討し、本学に有効と判断されるものについて全学実施を推進する。 

Ⅲ 

〈６０〉 

財務データ等実績に基づく財務分析を実施し、学内の資源配分を

戦略的かつ重点的に実施する。また、経費使途の明確化を図り一般管

理費比率を抑制する等、一層の財務内容の改善に取り組む。【6-2-12】 

〈60-1〉 

学長のリーダーシップのもと、財務分析データを参考にしつつ、学長裁量経費や外部

資金の間接経費の戦略的・重点的な配分を実施する。 

Ⅲ 

〈60-2〉 

 契約方法の見直しを行い、一般管理費の抑制に努める。具体的には、ガス契約への入

札方法の導入、保守契約の複数年化への変更を実施する。 

Ⅳ 

 
 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
  ②経費の抑制に関する目標 
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中
期
目
標  

① 経営基盤強化のために、大学の資産が、効果的・効率的な運用がなされているか定期的に点検し、管理の徹底や改善を行う。【6-3-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈６１〉 

効果的・効率的な運用を行うために、学内資産の管理状況等を定期

的に点検し、適切な管理を徹底する。【6-3-11】 

〈61-1〉 

固定資産（物品）の実査計画に基づき、実査を実施するとともに、再利用可能な物品

リストを学内専用ホームページに掲載し、現有資産の有効活用を図る。 

Ⅲ 

〈61-2〉 

 現有施設の利用状況調査結果を踏まえ、教育・研究スペースの適正配分に取り組む。 Ⅲ 

〈６２〉 

資金の有効活用を図るために、定期的に資金管理計画を作成し、効

率的な資金繰りによる利益の確保に努め、その運用益を大学運営に

充てる。【6-3-12】 

〈62-1〉 

地方債等による安全かつ確実な資金の計画的運用を行うとともに、金融市場の動向

を注視しつつ、将来に向けた資金管理計画を検討する。 Ⅲ 

 
 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(2) 財務内容の改善に関する目標 
  ③資産の運用管理の改善に関する目標 
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■ 研究面における外部資金獲得の取組（関連年度計画：57-1） 

 共同研究や研究シーズの技術移転などの産学官連携活動を推進するため、本

学の研究シーズを積極的に学外に広報した。平成 29 年度は、産学官連携を更

に加速させるため、県内ニーズを地方銀行を通じて収集し本学との共同研究を

活性化させ、外部資金を獲得する目的で、６月に奈良県の地方銀行である南都

銀行と包括協定を締結した。また、イノベーション・ジャパンや新技術説明会

に参加し、研究成果還元の促進と外部資金獲得を目指した。以上の取組により、

企業との共同研究が４件成立し、４社とＮＤＡ（秘密保持契約）を締結し共同

研究実施に向けて検討を進めている。 

 さらに、科学研究費の獲得推進のため、「科学研究費説明会～科研費制度改

革～」を５月（参加者 112名）に、「科学研究費説明会～申請手続き上の留意

事項～」を９月（参加者 124 名）に開催した。また、インセンティブ経費とし

て科学研究費が不採択であった者のうち審査結果が「Ａ」であった 20 名を対

象に「平成 29 年度科学研究費獲得推進費」（総額 83 万円）を配分し、次年度

の申請に向けて研究の支援を行った。 

■ 寄附金の獲得に関する取組（関連年度計画：58-1）  

① 寄附金獲得に向けた戦略 

  2019 年５月に迎える

創立百十周年に向け、な

でしこ基金に創立百十

周年記念事業特定基金

を新たに設け、2018 年度

からの募金受入期間を

前にリーフレット作成

等の準備を進めた。ま

た、卒業生との連携強化

を図るため、Ｗｅｂサイ

トでは、同窓会（佐保会）

主催のイベント情報を

発信した他、広報誌「ならじょ Today」では、活躍する卒業生と学長との対談

企画を取り入れた。さらに、学長及び役員が同窓会（佐保会）の本部及び５支

部の総会を訪問し、本学の現状や今後の方針を説明するとともに、寄附の協力

要請を行った。 

 

② 修学支援基金の受入状況 

寄附金制度面において寄附者への優遇措置を講じられるようになでしこ基金

に平成 28 年 10 月に設立した税額控除対象となる修学支援特定基金は、平成 29

年度もＷｅｂサイトによる周知等を促進し、前年度実績（1 件 1,000 千円）を

上回った（47件 約 1,570千円）。 

③ 寄附金受入額 

平成 29 年度の寄附総額は、法人全体で 63,367 千円となり、中期計画期間中

に目標としている年間平均寄附受入総額（50,000 千円）を上回った。 

■ 経費抑制の取組 

① 光熱水量削減の取組（関連年度計画：59-1、59-3、60-2【自己評価「Ⅳ」】） 

光熱水量削減の方針として、設備等の更新にあたり、よりエネルギー効率の

高い製品を推奨することとし、平成 29年度に学術情報センターサーバー室の空

調設備、講堂の舞台照明・誘導灯、節水効果の高いトイレ設備を導入した。あわ

せて電気契約及びガス契約について、一般競争入札を行うことにより契約単価

を下げた。これらによる試算では、平成 30 年度支出見込みは、約 42,400 千円

（電気約 36,500 千円、ガス約 5,800 千円、水道約 100 千円）の減額が予想され

る。 

   また、電気使用量について、平成 24～28 年度の実績データを可視化し、経年

の実態把握を行うとともにＷｅｂサイトに掲載し学内での情報共有を図った。 

② 契約方法の見直しによる一般管理費の抑制（関連年度計画：60-2【自己評価

「Ⅳ」】） 

経費抑制を図るため、電話交換機の保守契約を複数年契約（３年間）に変更す

るとともに、「情報入出力運用支援サービス」の契約延長（１年間）を実施し、

年間約 1,250千円の削減が見込まれることとなった。 

 

（２）財務内容の改善に関する特記事項等 
奈良女子大学 

区 分 26年度 27年度 28年度 29年度

なでしこ基金 113万円
(6件)

3,117万円
(159件)

1,948万円
(189件)

1,216万円
(182件)

古本募金 30万円
(140件)

76万円
(205件)

修学支援特定基金
〔税制控除対象〕

100万円
(1件)

157万円
(47件)

寄 附 総 額
113万円

(6件)
3,117万円

(159件)
2,078万円

(330件)
1,449万円

(434件)

６月受入開始

なでしこ基金受入額及び件数の推移

６月受入開始

10月受入開始
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中
期
目
標  

① 教育研究活動の質を保証し、効率的な大学運営を行うために、継続的に客観的な自己点検・評価を行い、改善に寄与する。【7-1-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈６３〉 

客観的な自己点検・評価を行うために、評価指標の設定を含め、実

施方法を見直し、その結果を大学運営の改善に反映させる。また、学

長調査戦略室において、必要な情報を収集する。【7-1-11】 

〈63-1〉 

自己点検評価を行うための指標を設定するとともに、実施方法を見直す。また基礎的

なデータについては学長調査戦略室において収集する。 Ⅳ 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
  ①評価の充実に関する目標 
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中
期
目
標  

① 教育研究活動及び大学運営に関する情報を社会に積極的に公開するとともに発信し、国立大学法人としての説明責任を果たす。【7-2-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈６４〉 

国立大学法人として求められる社会への説明責任を引き続き果た

すために、大学の教育研究活動や運営等に関し、大学ポートレートや

大学のホームページ等の各種広報メディアを活用し、積極的に情報

を公開するとともに発信する。【7-2-11】 

〈64-1〉 

ステークホルダーへの効果的な広報活動を実施するために、広報誌は、学生記者によ

る取材記事を重視した内容とする。また、Ｗｅｂサイトは、利用者の意見を踏まえなが

ら常時点検を行いつつ運営するとともに、動画サイトの開設に向けた検討を行う。報道

機関に対し教育研究活動状況等を定期的に情報提供する。 

Ⅳ 

〈64-2〉 

大学ポートレートを活用し、大学の客観的な情報を提供するとともに、Ｗｅｂサイト

を通じて法人情報の公開を行う。また、『大学概要』について、情報提供すべきターゲ

ットを再考し、それに合わせ構成内容を再検討する。 

Ⅳ 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 
  ②情報公開や情報発信等の推進に関する目標 
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■ 自己点検評価を行うための指標の設定と内部質保証の充実に向けた取組（関

連年度計画：63-1【自己評価「Ⅳ」】） 

  平成 30 年度に実施する自己点検評価、また平成 31 年度に受審予定の認証評

価に先立って、評価企画室から２月に各部局における自己点検評価書作成の依

頼を行った。自己点検評価の実施にあたっては、各部局における実績を横断的

に評価するための指標の重要性を確認し、具体的方策を検討した結果、基準と

なる項目等を明示した様式により、各部局における実績を記載させることとし

た。 

自己点検評価に向けて、大学の教育活動の中心となる内部質保証を充実させ

るため、先取的な取組を行っている大学への訪問調査を 11 月に実施した。教

員１名と事務職員２名の教職協働体制で実地調査を行い、またその内容を学内

で共有し、理解を深めるため「内部質保証に関する研修会」を３月に実施した

（参加者数：68名）。この研修会は、評価企画室において、教育計画室・ＦＤ

推進委員会・学長調査戦略室とともに開催し、今後本学において内部質保証を

より機能させるにあたり体制をどのように充実していくかを考える機会とな

った。 

■ 学内外への情報提供 

 ① 学内への情報提供（関連年度計画：63-1【自己評価「Ⅳ」】） 

学長調査戦略室では、平成 29 年度より、各部局の協力のもと第３期中期

目標期間に実施する自己点検評価のために必要なデータの収集を開始した。

また、本学の位置づけを客観的な数値指標で把握することを目的として、学

校基本調査や大学ポートレート等により他大学との比較（国立大学法人評価

のＦチーム間比較）を行った。これらを『年次基礎データ集』としてまとめ、

学長・理事・監事、学部長等及び事務局各課・室に提供した。 

 ② 学外への情報提供（関連年度計画：64-2【自己評価「Ⅳ」】） 

   大学ポートレート国際版の平成 30 年８月開設に向けて、大学の国際化戦

略に有効となるよう、英語版Ｗｅｂサイトの内容を一層充実させるための検

討を開始した。 

『大学概要』について、評価企画室で検討を行い、より本学の事業内容を

説明できる資料とするため、本学の戦略の説明や掲載するデータを増やすこ

ととし、『年次基礎データ集』で収集した項目の一部（学生の海外派遣、教

員・学生の受賞学術賞等）を平成 30年度より新たに追加することとした。 

 

■ 効果的な広報活動を実施するための取組（関連年度計画：64-1【自己評価

「Ⅳ」】） 

① 大学Ｗｅｂサイトの充実 

効果的な広報活動を行うため、平成 28年度にＷｅｂサイトを全面的にリニ

ューアルしたが、一層魅力のあるものとするため、動画のページを集約した

「動画の広場」を新たに開設した。また、コンテンツについては、大学が保有

する法人情報、最新の研究情報・成果及びイベント情報などを随時更新しつ

つ、バナー設置や本学参画事業へのリンク設定など利用者の意見を踏まえた

改善を行った。 

② 広報誌の強化 

ステークホルダーへの効果的な広報活動を実施するため、広報誌「ならじょ

Today」を学生記者による取材及び企画を重視した内容とした。また、報道機

関への広報活動の強化を図るため、本学の最新の動きを「ならじょ

Fortnightly」として取りまとめ情報提供を行った（年 17 回）。 

③ 教員や学生による大学説明会の開催 

平成 26年度より各地の予備校等を会場に、本学の魅力を教員・学生が受験

生に直接伝える大学説明会を実施しており、平成 29年度には全国８カ所の予

備校（金沢、東京、浜松、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡）において大学説

明会を開催した。説明会の会場には、当該地を出身地とする学生が参加し、受

験生により近い立場から受験や学生生活についてのアドバイスを行った。ま

た、平成 29年度から新たに２会場（名古屋、東京）で、教員による模擬授業

を実施した。 

さらに、外部組織が主催する合同進学ガイダンス４会場（仙台、東京、名

古屋、大阪。平成 28 年度は２会場）、及び高等学校４校（山口、栃木、兵庫、

奈良。平成 28年度は２校）にも教員を派遣し、学問の面白さと本学で学ぶ楽

しさを発信した。 

（３）自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等 
奈良女子大学 
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中
期
目
標  

① キャンパス・マスタープランに基づき、安全で良好なキャンパス環境を整備し、戦略的な施設マネジメントを行う。【8-1-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈６５〉 

学長のリーダーシップの下、大学のビジョンとの整合性の観点か

らキャンパス・マスタープランを適時点検し、必要に応じて見直しを

行う。【8-1-11】 

〈65-1〉 

前年度に実施したキャンパス・マスタープランの点検結果を踏まえ、「キャンパスマ

スタープラン 2017」の策定を行う。 
Ⅲ 

〈６６〉 

戦略的に施設マネジメントを行い学び働きやすい安全なキャンパ

スを創造するため、キャンパス・マスタープランに基づき、寄附金等

多様な財源を視野に入れるとともに国の財政措置の状況を踏まえ、

バリアフリー化等ダイバーシティ環境の整備を進め、あわせてコス

トと資産維持とのバランスに配慮し、既存施設を有効活用し計画的

に維持管理する。【8-1-12】 

〈66-1〉 

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領」に基づき、バリアフ

リー対策を立案し、トイレの洋式化及びトイレブース内の手摺設置を行う。 

Ⅳ 

〈66-2〉 

 東紀寺宿舎の統廃合を推進し、跡地利用計画として「学生宿舎建設」について検討す

る。また、既存施設の有効活用を図るため、ライフライン（屋外の給水管、ガス管、消

火管）の再生を着実に実施する。 

Ⅲ 

 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
  ①施設設備の整備・活用等に関する目標 
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中
期
目
標  

① 教育研究環境の安全確保と、緊急時対応のために、安全管理体制を整備し充実する。【8-2-1】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈６７〉 

安全管理と事故防止のために、大規模災害に対する危機管理体制

等の点検を行い、危機管理マニュアルを逐次改訂する等、全学的な安

全管理体制を整備・充実するとともに、安全管理に関する研修等を実

施する。【8-2-11】 

〈67-1〉 

危機管理マニュアルの点検を行い、前年度に新設した情報セキュリティインシデン

トに関する内容の充実とともに、個人情報保護に関する内容の取組について検討する。 
Ⅳ 

〈67-2〉 

環境安全管理センターにおいて、環境安全管理センター研修会、化学物質管理に関す

る安全講習会、放射線管理に関する初心者講習及び再教育訓練、バイオハザード管理に

関する組換えＤＮＡ実験従事者安全講習会を開催し、全学的に適切な安全管理の徹底

に努める。 

Ⅲ 

〈67-3〉 

自衛消防組織、災害対策本部の体制の確認と点検を行うとともに、全学教職員向けの

「災害時における安全管理」をテーマとした研修、教職員・学生を対象とした「防災・

消防総合訓練」を実施する。 

Ⅲ 

〈67-4〉 

環境安全管理センターにおいて、安全な教育・研究環境の維持・発展を実現させるた

め、実験系廃棄物の管理、実験環境及び実験設備の保全、災害時に安否確認を行うため

のシステム（情報提供メール配信システム）の運用等により、環境安全管理を総合的に

推進する。 

Ⅲ 

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
  ②安全管理に関する目標 
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〈６８〉 

安全な労働環境を構築するために、衛生管理者資格の取得を教職

員に推奨する等、職場巡視の際の点検項目の共通理解を教職員と学

生に広げ、全学的な安全衛生体制を強化する。【8-2-12】 

〈68-1〉 

衛生管理者の資格取得者を確保するため、衛生管理者資格取得費用を大学負担とし、

教職員に対し取得の機会を提供する。また、学長、理事及び部局長が全学一斉職場巡視

（安全パトロール）を実施し、安全衛生管理体制を現場で確認するとともに、教職員に

対して、安全衛生に関する意識啓発を行う。 

Ⅳ 

〈６９〉 

環境安全管理センターが主導して、引き続き薬品管理支援システ

ム（ＩＡＳＯ）を活用した毒物・劇物の管理を徹底するとともに、

放射線障害予防委員会と情報を共有しながら、放射性同位元素等の

管理を徹底する。【8-2-13】 

〈69-1〉 

 環境安全管理センターにおいて、薬品管理支援システム（ＩＡＳＯ）のカタログデー

タ及びサポートサイトの更新を実施し、ＩＡＳＯの機能強化を図るとともに、毒物・劇

物の厳格な管理を実施する。 

Ⅳ 

〈69-2〉 

環境安全管理センターにおいて、放射性同位元素等の厳格な管理を徹底するため、放

射線障害予防委員会に環境安全管理センター員を参画させ情報を共有する。また、放射

線管理に関する初心者講習及び再教育訓練を実施するとともに、毎月学内の放射線量

を測定する。 

Ⅲ 
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中
期
目
標  

① 法令を遵守した適正な法人経営を行い、研究活動の不正行為等を防止する。【8-3-1】 

② 情報管理を徹底するとともに、情報セキュリティを強化する。【8-3-2】 

 

中期計画 年度計画 
進捗 
状況 

〈７０〉 

研究者倫理、公的研究費の適正な執行、研究活動の不正行為の防

止、及び公益通報者保護等に関しての法令及び学内規程の遵守につ

いて、教職員や学生に対するｅラーニングによるものも含めた各種

研修会の実施、助成金の受入状況調査等を含めた学内監査の適正実

施、監査結果の学内周知等によるさらなる徹底を行い、コンプライア

ンス推進体制を強化する。【8-3-11】 

〈70-1〉 

研究費の不正使用及び研究活動の不正行為を防止するため、教職員及び研究支援者

を対象とし、公的研究費の適正執行、研究不正防止及び公益通報者保護等に係る各種研

修会を開催するとともに、ｅラーニングを活用してコンプライアンス教育を実施する。

また、研究費の執行に関する諸手続きやルールを電子掲示板システムに掲載し周知徹

底する。 

Ⅲ 

〈70-2〉 

 監査戦略室において、内部監査の重点項目として外部資金の運用状況を調査・点検す

る。また、内部監査の結果を学長に報告するとともに、学内専用ホームページに掲載し、

広く教職員に周知する。 

Ⅲ 

〈70-3〉 

 前年度策定の「内部統制に関する基本方針」と、各部局における内部統制の取組状況

に関する点検活動報告を踏まえ、現行ルールの合理性等を検証する。 
Ⅳ 

〈７１〉 

研究助成金等の受け入れにあたって、それぞれの教職員が個人経

理等について不適切な管理をしていないかを自己点検するためのチ

ェックシートを作成し、適正な執行がなされているか定期的に確認

する。【8-3-12】 

〈71-1〉 

個人経理に関する自己点検チェックシートの詳細を検討し、試行的なチェックシー

トを作成する。また、個人宛の寄附金に関する経理手続きに加え、新たに受入に関する

流れを明確にした図解フローを学内専用ホームページに掲載し、教職員に周知する。 
Ⅲ 

  

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況 
(4) その他業務運営に関する重要目標 
  ③法令遵守等に関する目標 
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〈７２〉 

新任教職員研修や新入生教育において、情報倫理教育及び情報セ

キュリティ教育を実施する。また、情報システムの適正な運用を行

うとともに、情報セキュリティ管理のガイドラインを整備し、情報

セキュリティインシデントを未然に防止する機能を強化する。【8-

3-21】 

〈72-1〉 

 「奈良女子大学における情報セキュリティ対策基本計画」に基づき、情報セキュリテ

ィの意識向上を図るため、新任教職員及び新入生を対象に情報倫理教育を実施すると

ともに、教職員及び学生を対象とした情報セキュリティに関する講演会を開催する。 

Ⅳ 

〈72-2〉 

「情報セキュリティ対策基本計画」に基づき、システム運用のリスク評価表の内容を

再検討した上で評価を実施するとともに、ＩＰアドレスのプライベート化に備え、全学

的なＩＰアドレスの点検及び整理を実施する。また、情報セキュリティインシデント対

応チーム（ＣＳＩＲＴ）の運用を開始し、インシデント発生時の迅速かつ円滑な対応体

制を整える。 

Ⅲ 
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■ 施設マネジメントに関する取組 

  本学では、学長をはじめ経営者層のリーダーシップによる戦略的な施設マネ

ジメントの重要性の認識のもと、学長を室長とし、理事２名、教員及び施設企

画課職員を室員として「施設整備計画室」を設置し、教職協働による施設マネ

ジメント体制を構築している。平成 29 年度においては、キャンパスマスター

プラン 2015 の計画内容を「第４次国立大学法人等施設整備５か年計画（平成

28～32年度）」（文部科学大臣決定）の趣旨等を踏まえ見直し、新たにキャン

パスマスタープラン 2017 を策定した。また、インフラ長寿命化計画（行動計

画）やキャンパスマスタープラン 2017 を具現化し、質の高い教育研究環境を

確保するため、次の取組を実施した。 

① 施設の有効利用や維持管理（予防保全を含む）に関する事項（関連年度計

画：66-2） 

   既存施設の有効活用を図るため、北魚屋団地のライフラインや学術情報セ

ンターサーバー室の空調機器の更新、紀寺職員宿舎３号棟の空室の内装改修

等を実施した。 

   さらに、学長の下にワーキンググループを設置し、平成 28 年度に廃止を

決定した東紀寺職員宿舎の跡地利用計画について検討を行い、売却の方向性

を打ち出すとともに、平成 30 年度には諸会議における審議、文部科学省や

地方自治体との調整を行うことを決定した。 

② キャンパスマスタープラン等に基づく施設整備に関する事項（関連年度計

画：65-1、66-1【自己評価「Ⅳ」】） 

新たに策定したキャンパスマスタープラン 2017 に基づき、平成 29 年度に

おいては、基幹・環境整備（ライフライン）の更新を実施するとともに、キャ

ンパス内のバリアフリー化を促進した。なお、バリアフリー化においては、総

合研究棟Ｆ棟の一部のトイレを洋式化するとともに床の段差を解消した。ま

た、バリアフリー環境の整備促進の視点から、総合研究棟Ａ棟からＦ棟東側

道路に視覚誘導ブロックを設置し、かつ、この区間を交通規制（車両通行禁

止）区域とすることを決定し、進入禁止ゲートの設置、迂回路の決定及びカー

ブミラーの整備を実施した。 

③ 多様な財源を活用した整備手法による施設整備に関する事項（関連年度計

画：66-2） 

    文部科学省の施設整備費補助金、（独）大学改革支援・学位授与機構の施

設費交付金を活用して施設整備を実施するとともに、多様な財源（目的積立金、

学長裁量経費、寄附金）を活用して施設整備を実施している。平成 29 年度にお

いては、目的積立金で学術情報センターサーバー室の空調機器更新、講堂の防

水工事・舞台照明等の改修、業務達成基準適用事業として総合研究棟Ｄ棟玄関

手摺の設置、テニスコートの改修を行った。また、学長裁量経費で各所の修繕

を実施した。さらに、本学が 2019年 5 月に創立百十周年を迎えるに際し、「奈

良女子大学なでしこ基金創立百十周年記念事業特定基金」を設けて、学生が勉

学や研究に集中できる環境を充実することとし、学生寄宿舎の整備に充てるこ

とを決定した。 

④ 環境保全対策や積極的なエネルギーマネジメントの推進に関する事項 

戦略的に省エネルギー対策を実施するため、省エネ機器の採用やエネルギー

の可視化を推進している。平成 29年度においては、節電・節ガス効果の高い空

調機器の導入、節水効果の高いトイレ設備の導入、照明機器のＬＥＤ化など、高

効率設備への更新を実施した。その結果、試算では、省エネルギー機器導入によ

る効果は、ＣＯ２排出量で 18ｔ／年、金額で 660 千円／年が、それぞれ削減さ

れる見込みである。また、電気使用量について、平成 24～28年度の実績データ

を可視化し、経年の実態把握を行うとともにＷｅｂサイトに掲載し学内での情

報共有を図った。 

■ 教育研究環境の安全確保（関連年度計画：67-2、67-4、69-1【自己評価「Ⅳ」】） 

 安全な教育・研究環境の維持・発展を実現させるため、実験環境及び実験設備

の保全、情報提供メール配信システムの運用、安全教育の実施等により、環境安

全管理を全学的・総合的に推進している。 

 平成 29 年度においては、薬品管理支援システム（ＩＡＳＯ）のカタログデー

タ及びサポートサイトの更新を実施し、ＩＡＳＯの機能強化を図った。また、化

学物質を使用する全ての教職員・学生等がＩＡＳＯに登録していることを確認す

るとともに、ＩＡＳＯに登録されている薬品の入庫状況をシステム上でモニタリ

ングした（年 10 回）。適正な管理を行うよう指導することで入庫ミスをゼロと

し、毒物・劇物を含む化学物質の保管・使用・廃棄の管理を徹底した。さらに、

毒劇物管理、高圧ガス保有状況及び化学物質リスクアセスメントに関する現地調

査を実施し、現場での改善指導を行い、安全管理及び安全教育の徹底を図った。 

加えて、大規模災害発生時における安否確認に備え、情報提供メール配信シス

テム利用指針を一部改正するとともに、情報提供メール配信システムによる安否

確認訓練を２回実施した。安全教育については、環境安全管理センター研修会「原

子核は生物の進化を加速するか？－異分野交流を楽しむ研究場－」（参加者 33

（４）その他の業務運営に関する特記事項等 
奈良女子大学 
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名）、化学物質使用者講習会「奈良女子大学における化学物質の取り扱い方」（参

加者 241 名）、ＲＩ等業務従事者初心者講習及び再教育訓練（参加者 112名）、

組換えＤＮＡ実験従事者安全講習会（参加者 84名）を開催した。 

■ 危機管理体制の整備（関連年度計画：67-1【自己評価「Ⅳ」】） 

教職員の採用時に個人情報保護の重要性を教示することはリスクマネジメン

トとコンプライアンスの観点から有効であることから、新任職員研修（４月開催：

参加者 20名）で個人情報保護を所掌する総務・企画課長が講義を行った。 

また、リスクの未然防止を徹底するため、以下の通り危機管理マニュアルの内

容を充実させた。 

①幅広い視点から危機管理を行うため、文部科学省から提供された「ソフトター

ゲットにおけるテロ対策のベストプラクティス」を新たに掲載し、教職員への

注意喚起を図るとともに、情報共有を行った。 

②情報セキュリティインシデント発生を防止するため、危機管理マニュアルの基

本理念に「情報セキュリティインシデントへの対応の重要性」を追加した。 

③個人情報保護の観点から、「個人情報漏えい事案発生の防止及び緊急時の対応」

の章を新たに設け、教職員の意識の醸成と注意喚起を行った。 

④危機管理マニュアルの情報更新について、理事（総務・財務担当）から各部局

長宛に依頼を行い、随時更新を行った。 

⑤最近の暴動やテロが頻発する海外の治安状況を踏まえ、学生の安全を確保する

ための点検活動を行い、その結果、「学生の海外渡航に係る危機管理対応マニ

ュアル」において事故規模別の危機管理体制を盛り込むこととし、その検討を

行った。 

■ 安全衛生巡視体制の強化（関連年度計画：68-1【自己評価「Ⅳ」】） 

  安全衛生委員会委員を中心に、各事業場の安全衛生巡視を毎月実施し、必要

に応じて是正措置要請を行うとともに、７月には全国安全週間にあわせて学長、

理事及び部局長による安全パトロール（全学一斉職場巡視）を実施し、大学構成

員（教職員及び学生等）の安全衛生意識の向上を図った。 

また、各部局の安全衛生責任者宛に部局巡視や部局内の安全衛生管理体制を再

確認するよう安全衛生管理の徹底についての通知を行い、大学構成員に対して安

全衛生管理に関する意識啓発を行った。加えて、全学安全衛生巡視員による一年

間の安全衛生巡視結果を踏まえて総括安全衛生管理者より部局長会議等にて巡

視の際の指摘項目への迅速な対応を要請した。 

 さらに、衛生管理者の資格取得者を確保するため、教職員に対して資格取得費

用を大学負担とし、教材を購入するなど取得の機会を提供した結果、中央労働災

害防止協会が実施する衛生管理者講座「衛生工学衛生管理者コース」に職員１名、

教員１名が参加し、衛生工学衛生管理者免許を取得した。また、職員２名が第二

種衛生管理者免許を取得することで、全学安全衛生巡視員の育成を図り、安全衛

生巡視体制を強化した。 

■ 研究費の不正使用及び研究活動の不正行為を防止するための取組【法令遵守】 

（関連年度計画：70-1） 

研究費の不正使用及び研究活動の不正行為の防止の重要性を鑑み、教職員及び

学生の構成員に対する研修会を実施し、意識向上を図っている。平成 29 年度に

おいては、新規採用教員及び新たに科学研究費応募資格を付与した研究者、未履

修科目のある者を対象に CITI Japan プログラムの履修を促すとともに、研究倫

理教育責任者との情報共有を図った。また、新任職員研修（４月開催：参加者 20

名）、科学研究費説明会（５月開催：参加者 112名、９月開催：参加者 124名）、

研究不正等防止に係る研修会（１月開催：参加者６名（10 月以降に採用された研

究者））を開催した。また、研究不正防止及び研究費の執行に関する諸手続きに

ついて、情報の集約及び図解の追加等により理解を深めることを目的として、「研

究上の不正行為・研究費の不正使用防止ハンドブック」の全面的な項目等の見直

しを実施し、原案を作成した。 

■ 内部統制の取組（関連年度計画：70-3【自己評価「Ⅳ」】） 

内部統制委員会を開催し、前年度に実施した各部局からの点検報告内容につい

て確認の上、具体的な取組について意見交換を行った。また、「国立大学法人奈

良女子大学諸活動に内在するリスク一覧表」を新たに作成し、点検活動に活用し

た。リスク一覧表は各部局に周知するとともに、学内教職員が活用できるようＷ

ｅｂサイトに掲載した。 

 さらに、内部統制担当役員（理事（総務・財務担当））から、各部局において

取り組んでいる内部統制への活動を全学的に確認できるように報告を指示し、そ

の結果から現行ルールの合理性を検証した。また、注意喚起を要する案件につい

て、事務協議会において事務担当部署に対応指示を行った。 

■ 情報セキュリティ・情報インシデントに関する取組【法令遵守】 

① 各法人が定めている情報セキュリティに係る規則の運用状況（関連年度計

画：72-2） 

  「奈良女子大学における情報セキュリティ対策基本計画」（以下「基本計画」

という。）に基づき、自己点検を行うとともに、リスク評価表を見直し、事務
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局で扱う情報資産のリスク評価を実施した。また、財務系のシステムについて

は監査法人によるＩＴ監査を実施した。 

  「国立大学法人奈良女子大学情報システム運用・管理規程」に基づき、情報

システムに関するセキュリティチェックを学生・教職員を対象に平成 30 年 1

月に実施した。その結果は、学生が使用しているパソコンのＯＳのアップデー

ト率 64.9％（対前年度比 1.3％増）、ウイルス対策ソフト導入率 83.0％（同

2.6％増）であった。また、パスワードは強度の高いものを設定していると回答

した割合は 77.3％（同 0.8％増）で、それぞれの数字は改善している。 

② 個人情報や研究情報等の重要な情報の適切な管理を含む情報セキュリティ

の向上（関連年度計画：72-2） 

  グローバルＩＰアドレスを付与している通信機器について、ＩＰアドレスの

プライベート化に備えて、登録状況と使用ＩＰアドレスの整合性を管理者に確

認することによって、適切なＩＰアドレス管理を実現した結果、情報セキュリ

ティ強化に繋がった。 

  財務系のシステムに関して、監査法人によるＩＴ監査を実施し、その結果を

受けて、データの処理・管理手順の作成・見直しを行った。また、その一環と

して、事務局ネットワークに接続するＰＣについては資料管理ソフトウェアを

導入することにより、アプリケーションライセンスの管理及び最新の端末情

報、使用ＩＰアドレスの把握が可能となり、セキュリティ強化に繋がる適切な

管理を実現した。 

③ インシデント対応に係る未然防止及び被害最小化や被害拡大防止のための

取組（関連年度計画：72-1【自己評価「Ⅳ」】、72-2） 

  基本計画に基づき、情報セキュリティインシデント対応体制として設置した

ＣＳＩＲＴが、本格的に活動を開始し、情報セキュリティに関する教育・研修

を行った。主な活動は以下のとおりである。 

情報セキュリティ教育の一環として全教職員を対象とした情報セキュリテ

ィセミナーを９月に開催した。セミナーでは、外部講師（奈良県警察サイバー

セキュリティ対策プロジェクトメンバー）を招聘し、実際のランサムウェアを

使って攻撃者のパソコン画面と被害者パソコン画面の遷移を見ることにより

ウイルスの挙動を学習する実践的な内容とした。参加者は教職員 165 名で、未

受講者には配布資料を渡しフォローアップを行うなど、インシデント対応に係

る未然防止の知識を深めた。 

パスワードの設定・定期的更新について、講習会以外でも全教員・学生に対

してセキュリティチェックを実施し指導を行うなど、情報漏洩の予防措置を行

った。また、不審メールやパソコンの脆弱性に関する注意喚起、学生向け情報

セキュリティセミナー、標的型攻撃メール訓練を実施した。 

その他、緊急時に停止可能な情報機器と業務継続のため無停止が求められる

機器の調査を実施し、この調査結果に基づき、各部局において、非常時のサー

バ停止等の手順書を作成することとした。 

  さらに、セキュリティインシデント発生時に、教職員・学生が迅速かつ正確

に必要な連絡を行えるように、各端末に貼付することを目的とした「ＣＳＩＲ

Ｔシール」を新たに作成し、全教職員に配布した。さらに、シールと同様の内

容が印字されたクリアファイルを作成し、教職員に配布するとともに、全新入

学生（学部生・院生)には４月の入学時に配布することとした。 
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 ※ 財務諸表及び決算報告書を参照    
 

Ⅲ 短期借入金の限度額  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

１ 短期借入金の限度額 
  858,591 千円 
 
２ 想定される理由 
   運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の

発生等により緊急に必要となる対策費とし
て借り入れることが想定されるため。 

１ 短期借入金の限度額 
  858,591千円 
 
２ 想定される理由 
   運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発

生等により緊急に必要となる対策費として借
り入れることが想定されるため。 

該当なし 
 
 

 

Ⅳ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

（計画なし） （計画なし） 
平成 29 年度に重要財産を譲渡し、又は担保に供した実績はあり
ません。 

 

Ⅴ 剰余金の使途  

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 毎事業年度の決算において剰余金が発生した

場合は、その全部又は一部を、文部科学大臣の

承認を受けて、施設の老朽改善を含め教育研究

の質の向上及び組織運営の改善に充てる。 

 毎事業年度の決算において剰余金が発生し

た場合は、その全部又は一部を、文部科学大

臣の承認を受けて、施設の老朽改善を含め教

育研究の質の向上及び組織運営の改善に充て

る。 

平成 28 年度の決算において発生した剰余金は、その一部を学
術情報センターの空調設備の整備に充当した。 

Ⅱ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  
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Ⅵ そ の 他   １ 施設・設備に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

 
小規模改修 
 
 
 
 
 
 

総額 

132  

 

 

 

 

 

 

（独）大学改革支

援・学位授与機構施

設費交付金 

(132) 

 
(注１) 施設・設備の内容、金額については見込みで

あり、中期目標を達成するために必要な業務

の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や

老朽度合等を勘案した施設・設備の改修等が

追加されることもある。 

 

(注２) 小規模改修について平成 28年度以降は平成

27 年度同額として試算している。 

   なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶

建造費補助金、（独）大学改革支援・学位授与

機構施設費交付金、長期借入金については、

事業の進展等により所要額の変動が予想され

るため、具体的な額については、各事業年度

の予算編成過程等において決定される。 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 

 
小規模改修 
 
 
 
 
 
 
 

総額 

18 
 

 

 

 

 

 

 

（独）大学改革支

援・学位授与機構

施設費交付金 

(18) 
 

 

 注) 金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施

状況等を勘案した施設・設備の整備や、老朽度合

い等を勘案した施設・設備の改修等が追加される

こともあり得る。 
 

 
施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源 
 
小規模改修 
 
 
 
 
(北魚屋)ライフ
ライン再生(給
水設備等) 

 

総額 

137 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
(独)大学改革支援・
学位授与機構施設費
交付金 

(18) 
 
施設整備費補助金 

(119) 

 

 
 

○ 計画の実施状況等 

・小規模改修  

  （北魚屋）大学院Ｆ棟便所改修工事           平成 29 年７月 21 日着工 平成 29年 10月 31 日完成 
  （北魚屋）大学院Ｆ棟２階女子便所改修工事       平成 29 年 11月 24 日着工 平成 30 年３月 15 日完成 
・(北魚屋)ライフライン再生（給水設備等） 

  （北魚屋）ライフライン再生(給水設備等)工事      平成 29 年８月２日着工 平成 30 年３月 15 日完成 

 （北魚屋）ライフライン再生(給水設備等)ガス設備工事  平成 29年 10 月 27 日着工 平成 30年３月 15 日完成 

※「(北魚屋)ライフライン再生（給水設備等）」については、計画作成時点では予算の交付決定が未確定であったため、当初の計画には記載していなかった。 
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Ⅵ そ の 他   ２ 人事に関する計画 

 

中期計画別紙 中期計画別紙に基づく年度計画 実 績 

・教育研究活動を活性化するため、年俸制及びクロス

アポイントメント制の人事制度を柔軟に運用し、大

学の戦略に沿った教職員の適正配置を行うととも

に、年俸制教員比率を 12％以上とする。 

・男女共同参画の基本方針に基づく施策を推進し、女

性教員比率を 35％以上、女性管理職比率を 15％以

上にする。 

・事務職員の育成方針に沿った研修を体系的に実施

し能力開発を推進するとともに、専門的知識や経験

を有する人材を確保するため、独自の選考採用試験

を実施する。 

 

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み 21,824

百万円（退職手当は除く。） 

・〈48-3〉事務職員の人材育成方針に定めた「職位ご

との人材像と求められる能力」を踏まえ、事務職員

の人事評価の実施方法の見直しを検討する。 

・〈49-1〉テニュアトラック制度を導入するとともに、

テニュアトラック教員の業績を適切に反映させるた

めの審査基準を設ける。 

・〈49-2〉「奈良女子大学における大学の評価に関す

る規程」を改正し、教員の個人評価を明確に位置付

けた上で、教員個人の教育研究等活動状況に基づく

個人評価を実施する。 

・〈50-1〉「年俸制導入等に関する計画」に基づき、年

俸制を 10名程度の教員に新たに適用する。また、新

たにテニュアトラック制度を導入して、人事制度の

多様化を図る。 

・〈50-2〉クロスアポイントメント制度について、協

定締結校（機関）の拡大を図るとともに、適用教員

数を増加させる。 

・〈51-1〉「女性活躍推進法に基づく奈良女子大学行

動計画」に基づき、子育て支援システム（ならっこ

ネット、ならっこイベント）やワークライフバラン

ス支援相談室の活動などを推進することにより、本

学の教員採用公募に女性研究者が応募しやすい環境

を構築する。 

・〈56-1〉事務職員の人材育成基本方針に基づき、研

修計画を作成する。職階別研修においては、労務管

※〈50-1〉、〈50-2〉、〈56-1〉は、「(1)業務運営の

改善及び効率化に関する特記事項等」Ｐ28-30 参照 

 

〈48-3〉 

事務職員の人事評価の実施方法を見直し、事務協議会

で新たな人事評価制度案を提示した。期末面談を各課

で実施することなど、段階的に実施した。 

〈49-1〉 

「奈良女子大学テニュアトラック制に関する規程」及

び「奈良女子大学テニュアトラック制に関する審査基

準要項」の施行を受けて実施手順を整理し、明らかに

した。 

〈49-2〉 

改正した「奈良女子大学における大学の評価に関する

規程」では教員の個人評価を本学の教育研究活動等の

状況に関する評価の一つと位置付けた。第４期教員評

価期間（平成 29 年４月１日～平成 32 年３月 31 日）を

スタートさせ、研究院の各学系において個人評価を実

施した。 

〈51-1〉 

男女共同参画推進機構ダイバーシティ研究環境支援本

部のＷｅｂサイトにより、ワークライフバランス支援

相談室、子育て支援システム「ならっこネット」を実

施していることを案内し、教職員が働きやすい環境で

あることをアピールした。さらに、ワークライフバラ

ンス支援相談室では、妊娠・出産・介護に関する「ミ

ニ講座」（全８回）を企画・実施した。 

上記活動等により、本学の教員採用公募に応募した女

性研究者の比率が、平成 28 年度は 15.8％だったとこ

ろ、平成 29 年度は 50.8％と大きく増加し、採用者に

ついても平成 29 年度全体で７名のうち女性が４名と

過半数を占めることとなった。 

 

（参考１）平成 29 年度の常勤職員数 341人 
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理の知識を向上させるため、新たに管理監督者を対

象とする学内研修を実施する。また、ハラスメント

防止に関する研修などの目的別研修を実施する。さ

らに、他大学・他機関が主催する業務分野別研修や

セミナーに積極的に参加させる。 

 

 （参考１）平成 29年度の常勤職員数 345 人 

      また、任期付き職員数の見込みを 21人

とする。 

（参考２）平成 29 年度の人件費総額見込み 3,726

百万円（退職手当は除く） 

          任期付き職員数  18人 

（参考２）平成 29 年度の人件費総額 

3,733 百万円（退職手当は除く） 
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○ 別表１（学部の学科、研究科の専攻等の定員未充足の状況について） 

 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 
  
文学部 

 人文社会学科 
 言語文化学科 

  人間科学科 
   ３年次編入学 
 文学部小計 
理学部 
  数物科学科 
  化学生命環境学科 
  数学科 
  物理科学科 
  化学科 
  生物科学科 
  情報科学科 
  ３年次編入学 
 理学部小計 
生活環境学部 
  食物栄養学科 
  心身健康学科 
  情報衣環境学科 
  住環境学科 
  生活文化学科 
  生活健康・衣環境学科 
  ３年次編入学 
 生活環境学部小計 

(a) 
       (人) 

240  
200  
160  
32  
632  

 
252  
348  

  
  
  
  
  

20  
620  

 
140  
160  
140  
140  
120  

  
28  
728  

(b) 
        (人) 

 
655  

 
24  
679  

 
259  
377  

5  
6  
2  
3  
2  

13  
667  

 
148  
170  
155  
153  
126  

2  
28  
782  

(b)/(a)×100 
        (％) 

 
109.2 

 
75.0 
107.4 

 
102.8 
108.3 

 
 
 
 
 

65.0 
107.6 

 
105.7 
106.3 
110.7 
109.3 
105.0 

 
100.0 
107.4 

学士課程 計 1,980  2,128  107.5 

大学院人間文化研究科 
【博士前期課程】（修士） 
  国際社会文化学専攻 
  言語文化学専攻 
  人間行動科学専攻 
  食物栄養学専攻 
  心身健康学専攻 
  生活工学共同専攻 
  住環境学専攻 
  生活文化学専攻 
  数学専攻 
  物理科学専攻 
  化学専攻 
  生物科学専攻 
  情報科学専攻 

 
 

48  
36  
32  
26  
36  
14  
26  
18  
28  
28  
40  
40  
24  

 
 

29  
17  
26  
26  
31  
15  
37  
34  
23  
39  
45  
30  
19  

 
 

60.4 
47.2 
81.3 
100.0 
86.1 
107.1 
142.3 
188.9 
82.1 
139.3 
112.5 
75.0 
79.2 

博士前期課程 計 396  371  93.7 
 

 
 
 

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率 

大学院人間文化研究科 
【博士後期課程】（博士） 

比較文化学専攻 
社会生活環境学専攻 
共生自然科学専攻 
生活工学共同専攻 
複合現象科学専攻 
比較文化学専攻 

 
 

32  
45  
31  
4  

14  
 

 
 

43  
78  
29  
4  
8  
1  

 
 

134.4 
173.3 
93.5 
100.0 
57.1 

 

博士後期課程 計 126  163  129.4 

 

附属学校 収容定員 収容数 定員充足率 

附属中等教育学校 
附属小学校 
附属幼稚園 

720  
420  
144  

728  
405  
140  

101.1 
96.4 
97.2 

附属学校 計 1,284  1,273  99.1 

 

○ 計画の実施状況等 

・大学院人間文化研究科（博士前期課程・博士後期課程）の全専攻において、秋
季入学（10月入学）を実施している。 
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